
頁 修正前 修正後 修正理由

第１章　計画の目的および方針

第２章 各機関と住民・事業所の役割と責任

第１節　行政および防災関係機関の役割と責任

第２　行政および防災関係機関等の処理すべき事務

または業務の大綱

１　竜王町

総-9

（省略）

14．災害時におけるボランティア活動の支援

（省略）

14．災害時におけるボランティアの受け入れ対策 滋賀県地域防災計画震災対策編に準拠

２　滋賀県

総-9

（省略）

１．県の防災会議に関する業務

２．県の防災対策の組織の整備

（省略）

16．災害時におけるボランティア活動の支援

（省略）

１．防災会議に関する業務

２．防災対策の組織の整備

（省略）

16．災害時におけるボランティアの受け入れ対策

滋賀県地域防災計画震災対策編に準拠

３　滋賀県警察本部

総-10

（省略）

31．その他警察本部長が必要と認める活動

（省略）

（削除） 滋賀県地域防災計画震災対策編に準拠

５　指定地方行政機関

竜王町地域防災計画（第１篇　総則）　新旧対照表



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第１篇　総則）　新旧対照表

総-13

（追加） 15．国土地理院近畿地方測量部

　１．災害時における被災状況に関する地理空間情

報（地図・写真等）の把握および提供に関すること

　２．地殻変動等の把握のための測量等の実施およ

び測量結果の提供に関すること

　３．防災地理情報の整備に関すること

指定地方行政機関に指定されているため

７　指定公共機関

総-13
（追加） ６．楽天モバイル㈱

総-13 以降、番号繰り下げ（６～13） （7～14）

総-13 11．関西電力送配電㈱滋賀支社 12．関西電力㈱、関西電力送配電㈱滋賀支社 分社化による

総-13 12．大阪ガス㈱（京滋導管部） 13．大阪ガスネットワーク㈱（京滋導管部） 分社化による

８　指定地方公共機関

総-15
３．滋賀県土地改良事業団体連合会・日野川流域土

地改良区

（削除） 公共団体その他防災上重要な施設の管理

者に移動

総-15

（追加） 12．一般社団法人滋賀県建設業協会

　１．災害時における公共土木建築施設の復旧

　２．災害時における人命救助および応急仮設住宅

の建設・被災住宅の応急修理

　３．災害時における土木資機材労力の提供

指定地方公共機関に指定されているため

令和４年２月１日付けで同社が指定公共

機関に指定されたため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第１篇　総則）　新旧対照表

９　公共団体その他防災上重要な施設の管理者

総-15 ４．新聞社等報道関係機関（ラジオスイート） ４．新聞社等報道関係機関（びわ湖キャプテン㈱） ラジオスイートの運営会社名に変更

総-16

（追加） 9．日野川流域土地改良区

　 １．農業用施設の整備と防災管理

　 ２．農業用施設の被害調査と復旧

８　指定地方公共機関より移動

第３章 竜王町の概況

第１節　自然的条件

第５　気象

１　気候

総-26

竜王町に近いアメダス東近江の年平均気温は14.0℃

（注）で、滋賀県の中では温暖な瀬戸内型の気候を

示す。

(注）出典：彦根地方気象台　平年値（統計期間1981

～2010〔アメダス東近江〕

竜王町に近いアメダス東近江の年平均気温は14.5℃

（注）で、滋賀県の中では温暖な瀬戸内型の気候を

示す。

注）出典：彦根地方気象台　平年値（統計期間1991

～2020〔アメダス東近江〕

時点修正

２　降水量

総-26

竜王町に近いアメダス東近江の年降水量は1407.6㎜

で、県下でも降水量の少ない地域にあたる。降水量

は、梅雨時、夏から秋にかけての台風シーズンに多

く、冬季に少ない傾向にある。

（注）出典：彦根地方気象台　平年値（統計期間

1981～2010〔アメダス東近江〕

竜王町に近いアメダス東近江の年降水量は1440.5㎜

で、県下でも降水量の少ない地域にあたる。降水量

は、梅雨時、夏から秋にかけての台風シーズンに多

く、冬季に少ない傾向にある。

（注）出典：彦根地方気象台　平年値（統計期間

1991～2020〔アメダス東近江〕

時点修正



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第１篇　総則）　新旧対照表

第２節　社会的条件

第１　人口・世帯数

総-27

竜王町の人口（国勢調査による）は、昭和50年9,301

人から増加傾向にあったが､平成７年13,650人をピー

クに、その後はゆるやかな減少傾向に転じ､平成27年

現在12,434人である。

世帯数（国勢調査による）は、昭和60年以降増加傾

向にあったが、平成22年4,413世帯をピークに、その

後減少傾向に転じ、平成27年現在4,266世帯である。

竜王町の人口（国勢調査による）は、昭和50年9,301

人から増加傾向にあったが､平成７年13,650人をピー

クに、その後はゆるやかな減少傾向に転じ､令和２年

現在11,789人である。

世帯数（国勢調査による）は、昭和60年以降増加傾

向にあったが、平成22年4,413世帯をピークに、その

後減少傾向に転じ、令和２年現在4,435世帯である。

時点修正

第３　産業



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第１篇　総則）　新旧対照表

総-27

竜王町の製造品出荷額は、平成20年度の7,127億円を

ピークに減少し、平成23年には、5,437億円にまで減

少したが、その後増加に転じ、平成26年に6,915億円

となっている。産業別就業人口（平成27年国勢調

査）は、第１次産業1.24％、第２次産業62.1％、第３

次産業36.6％であり、第２次産業の占める割合が高

くなっている。

商店数が179、従業者数が1,329人（平成26年）、年

間商品販売額が363億円で、大型商業施設の開業等に

より大きく増加している。

販売農家数は減少傾向にあり、平成27年では564世帯

である。（竜王町統計資料編2016）

竜王町の製造品出荷額は、平成20年度の7,127億円を

ピークに減少し、平成23年には、5,437億円にまで減

少したが、その後増加に転じ、令和３年に6,998億円

となっている。産業別就業人口（令和２年国勢調

査）は、平成27年までは第２次産業が62.1％と占め

る割合が高くなっていたが、令和２年現在は第１次

産業6.2％、第２次産業42.3％、第３次産業50.0％で

あり、現在は第３次産業の占める割合が高くなって

いる。

商店数が217店舗、従業者数が1,627人（令和３

年）、年間商品販売額が513億円で、大型商業施設の

開業等により大きく増加している。

販売農家数は減少傾向にあり、令和２年では391世帯

である。（竜王町統計資料編2022）

時点修正

第４章 町の防災環境

第１節　災害履歴と災害予想



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第１篇　総則）　新旧対照表

第１　風水害

１　風水害履歴

総-29

過去の風水害において顕在化した危険について、地

域の危険性を把握するため、既存資料をもとに竜王

町における災害記録を調査し、その概要をとりまと

めた。

（１）過去の風水害

①滋賀県に被害をもたらした顕著な台風

昭和以降、滋賀県に被害をもたらした顕著な台風を

次表に示す。

滋賀県に被害をもたらした顕著な台風（昭和元年以

降）（追加）

過去の風水害において顕在化した危険について、地

域の危険性を把握するため、既存資料をもとに竜王

町における災害記録を調査し、その概要をとりまと

めた。

（１）過去の風水害

①滋賀県に被害をもたらした顕著な台風

昭和以降、滋賀県に被害をもたらした顕著な台風を

次表に示す。

滋賀県に被害をもたらした顕著な台風（昭和元年以

降）
平成30年台風第18号の追加による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第１篇　総則）　新旧対照表

3　土砂災害危険度

総-34

【図　土砂災害警戒区域+土砂災害危険箇所】 【図　土砂災害警戒区域+土砂災害危険箇所】

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区

域が令和２年１０月(県告示第103次）に

新しく指定されたことによる



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第１篇　総則）　新旧対照表

第３　火災

総-39

本町で、平成28年から平成30年までに発生した火災

件数は、14件であり、そのうち建物が８件

（57％）、車両が5件（36％）、その他が１件

（７％）で、林野火災は発生していない。

本町で、平成28年から令和４年までに発生した火災

件数は、38件であり、そのうち建物が18件

（47％）、車両が10件（47％）、林野が1件

（３％）、その他が９件（24％）である。

時点修正



頁 修正前 修正後 修正理由

共通

関西電力送配電株式会社 関西電力株式会社および関西電力送配電株式会社 分社化にともなう会社名変更のため

第１章　災害に強い「基盤」づくり

第１節　まちの防災機能の強化と建築物の安全化

予-2

住民の生命、身体および財産を守るため、町、県お

よび関係機関は、まちの防災機能を高めるために、

防災空間の整備や建築物の耐震化・不燃化を促進

し、災害に強い安全なまちづくりを積極的に推進す

る。建築物の耐震化については、「竜王町建築物耐

震改修促進計画（改定）」と整合を図り実行する。

住民の生命、身体および財産を守るため、町、県お

よび関係機関は、まちの防災機能を高めるために、

防災空間の整備や建築物の耐震化・不燃化を促進

し、災害に強い安全なまちづくりを積極的に推進す

る。建築物の耐震化については、「竜王町建築物耐

震改修促進計画」と整合を図り実行する。

竜王町建築物耐震改修促進計画の改定

（令和５年3月）による

第２　建築物の安全性の向上

予-2

「竜王町建築物耐震改修促進計画（改定）」では、

住宅の耐震化率を平成32年度末に90.0％、平成37年

度末に95.0％に、多数の者が利用する建築物の耐震

化については、平成32年度末に95.0％、平成37年度

末に96.5％にすることを目標としており、そのため

に必要な施策を推進する。

「竜王町建築物耐震改修促進計画」では、住宅の耐

震化率を令和７年度末に95.0％、令和12年度末耐震

化が不十分なものをおおむね解消し、多数の者が利

用する建築物の耐震化については、令和７年度末に

96.5％にすることを目標としており、そのために必

要な施策を推進する。

竜王町建築物耐震改修促進計画の改定

（令和５年3月）による

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

２　一般建築物の耐震対策

予-3

新耐震基準施行以前に建築された建築物の内、特

に、生活の基盤となる住宅、災害時に多大な被害に

つながるおそれがある建築物、倒壊により緊急車両

の通行や住民の避難の妨げとなる建築物等につい

て、下記の方法等を活用し、耐震診断や改修を促進

する。

・木造住宅耐震診断員派遣事業

・木造住宅耐震・バリアフリー改修事業

新耐震基準施行以前に建築された建築物の内、特

に、生活の基盤となる住宅、災害時に多大な被害に

つながるおそれがある建築物、倒壊により緊急車両

の通行や住民の避難の妨げとなる建築物等につい

て、下記の方法等を活用し、耐震診断や改修を促進

する。

・竜王町木造住宅耐震診断員派遣事業

・竜王町木造住宅耐震改修等事業

事業名の変更による

第３　一般住民に対する防災知識の普及および啓発



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-3

（省略）

（２）町広報、有線放送、新聞等の広報機関による

普及

（３）講演会等の開催

（４）建築物防災相談所の開設

建築士会や建築設計事務所等の建築関係団体の協力

を得て、建築物防災相談所を開設し、個々の建築物

の防災について相談に応じる。

（５）事業者情報等の情報提供

町の耐震診断等担当窓口において、耐震改修の登録

設計者、登録施工者情報についての町民からの相談

に対応している。併せて、木造住宅耐震診断員派遣

事業、木造住宅耐震・バリアフリー改修事業につい

て、町民に広く周知を行う。

（６）耐震診断技術者・改修施工者の紹介

町民が安心して住宅・建築物の耐震化に取り組むた

めに、滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事

講習会修了者の登録名簿を、町の担当窓口、ならび

に一般財団法人滋賀県建築住宅センターのホーム

ページで公表している。

（省略）

（２）町広報、町防災行政無線、竜王町公式アプリ

「しるみる竜王」、新聞等の広報機関による普及

（３）講演会等の開催

（４）建築物防災相談所の開設

建築士会や建築設計事務所等の建築関係団体の協力

を得て、建築物防災相談所を開設し、個々の建築物

の防災について相談に応じる。

（５）事業者情報等の情報提供

町の耐震診断等担当窓口において、耐震改修の登録

設計者、登録施工者情報についての町民からの相談

に対応し、町のホームぺージに掲載するなど身近に

確認できるようにする。併せて、竜王町木造住宅耐

震診断員派遣事業、竜王町木造住宅耐震改修等事業

について、町民に広く周知を行う。

（６）耐震診断技術者・改修施工者の紹介

町民が安心して住宅・建築物の耐震化に取り組むた

めに、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者の

登録名簿を、町の担当窓口および一般財団法人滋賀

県建築住宅センターのホームページで公表してい

る。

竜王町有線放送農業協同組合が解散し、

有線電話がなくなったため。また、令和

３年４月から竜王町防災行政無線やしる

みる竜王が整備されたことから修正。

また、事業名の変更による修正。

文言修正。



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

第５　ブロック塀等の倒壊防止

予-4

ブロック塀（石垣を含む）の倒壊は、生命や身体に

対する被害を発生させるだけでなく、災害時の避難

活動や応急対策活動の妨げとなる。地震によるブ

ロック塀（石垣を含む）の倒壊について、建築基準

法による適切な啓発に努める。

また、震災時に煙突、看板、屋外広告塔など建物に

附属する構造物の落下により人的な被害が生じるお

それがあることから、耐震改修においては、附属

物、工作物の安全対策を指導する。

ブロック塀が倒れると、死傷者が出るおそれがある

ばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも

支障が生じる可能性があり、ブロック塀等の安全対

策を行っていく必要がある。具体的な取組として、

滋賀県と連携し町民向け防災パンフレット「できる

ことから地震対策！！」等を通じて、ブロック塀・

窓ガラス・ベランダ・屋根等、住宅の危険度の自己

チェックと、点検や補強手法、簡易耐震診断方法に

関する情報提供を行い、町民自身による地震に対す

る安全性チェックを通じた意識の向上を図る。

また、ブロック塀の適正な施工については、これま

での防災パンフレット等による啓発に加え、適切な

施工について施工者団体に要請する。

本計画に定めるブロック塀等の安全対策について、

危険な既存ブロック塀等の除却を推進するため、下

記の事業を実施する。

・ブロック塀等耐震対策事業

竜王町建築物耐震改修促進計画の記載に

基づく文言の修正

予-4
（追加） 第７　耐震シェルター等の活用の促進

竜王町建築物耐震改修促進計画の



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-４

（追加） 個別事情により、住宅の耐震改修が困難な場合は、

地震により住宅が倒壊しても、安全な空間を確保で

き命を守ることができるよう、下記の補助制度等を

活用し、耐震シェルターや防災ベッドの活用を促進

する。

・竜王町個人木造住宅の耐震シェルター等の普及事

業費補助金

竜王町建築物耐震改修促進計画の改定

（令和５年3月）による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-4 （追加） 第８　地震時の住宅火災の防止対策

予-４

（追加） 大地震の発生時における、電気設備、熱源等の損壊

による住宅火災の発生を防止するため、下記の補助

制度等を活用し、感震ブレーカーの設置を促進す

る。

・竜王町感震ブレーカー等設置事業補助金

竜王町建築物耐震改修促進計画の改定

（令和５年3月）による

第２節　上下水道施設災害予防対策

第１　上水道施設災害予防対策

予-5

生活の基幹をなす施設である上水道施設について

は、施設の防災性能を高め、災害時には、迅速な復

旧・給水を可能とする体制の整備を図るとともに、

水道事業体間の相互応援体制の整備を推進する。

生活の基幹をなす施設である上水道施設について

は、施設の防災性能を高め、災害時には、迅速な復

旧・給水を可能とする体制の整備強化とともに、水

道事業体間の相互応援体制を整備する。

文言修正

１　施設の防災機能の強化

予-5

水道施設の耐震化を効果的・効率的に進めるため、

既存施設の耐震性を診断し、過去に布設されたもの

や給水重要施設（医療・福祉機関、避難所となる施

設等）への配水管路の耐震化を優先的に行う等順次

計画的に耐震化を推進する。

また、大口径配水管、大容量送水管などの整備や配

水池容量の拡大等により、貯水能力の強化を検討す

る。

水道施設の耐震化を効果的・効率的に進めるため、

過去に布設されたものや給水重要施設（医療・福祉

機関、避難所となる施設等）への配水管路の耐震化

を優先的に行う等順次計画的に耐震化を推進する。
文言修正

２　復旧体制の整備



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-5

被災時における速やかな復旧活動を行うため、担当

部署における指揮命令系統、応急復旧用資機材の備

蓄や図面等の整備等を定めた災害時の行動指針を把

握しておく。

被災時における速やかな復旧活動を行うため、担当

部署における指揮命令系統、応急復旧用資機材の備

蓄や図面等の整備を図る。
文言修正

３　相互応援体制の整備

予-5

応急時の給水能力を確保するために、隣接水道事業

体ならびに災害時に同時被災を免れると思われる水

道事業者等と応急復旧等の応援活動に関する体制の

整備を図る。

応急時の給水能力を確保するために、隣接水道事業

体ならびに災害時に同時被災を免れると思われる水

道事業者等と応急復旧体制の整備強化に努める。
文言修正

第２　下水道施設整備の促進

予-5

下水道施設等については、施設の防災性能を高め、

災害時には、迅速な復旧体制の整備を図るととも

に、防災性能を強化した下水道施設の整備を促進す

る。

快適で衛生的な生活に欠かせない施設である下水道

施設については、施設の適切な維持管理を行い、災

害時には、迅速な復旧体制の整備を図るとともに、

相互応援体制の整備に努める。

下水道施設災害予防対策について見直し

を行ったため

予-5 （追加） １　下水道施設の維持管理

予-5

（追加） 下水道施設は、災害によって広い範囲に閉塞、陥没

等の被害が分散して生じやすいため、点検等による

異常の早期発見と補修を図りながら、適切な維持管

理を行う。

下水道施設災害予防対策について見直し

を行ったため

予-5 （追加） ２　復旧体制の整備



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-5

（追加） 被災時における速やかな復旧活動を行うため、担当

部署における指揮命令系統、応急措置体制の整備を

図る。

下水道施設災害予防対策について見直し

を行ったため

予-5 （追加） ３　相互応援体制の整備

予-5

（追加） 災害時の復旧に備えて締結された協定等に基づき、

県や関係団体の応援を得て迅速な復旧ができる体制

の整備に努める。

下水道施設災害予防対策について見直し

を行ったため

第３節　電力・ガス施設災害予防対策

第１　電力施設の災害予防対策

１　電力設備の災害予防措置

予-6

（省略）

（７）地震動への対応

（省略）

（削除）

滋賀県地域防災計画との整合を図るため

２　防災業務施設および設備の整備

予-6

（省略）

（５）消防に関する施設および設備

（６）石油等の流出による災害を防止する施設およ

び設備

（７）その他災害復旧用施設および設備

（８）防災機関との事前連携

（追加）

（５）水防・消防に関する施設および設備

（９）無電柱化の実施

滋賀県地域防災計画との整合を図るため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

第２　ガス施設の災害予防対策



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-7

都市ガスは、大阪ガス株式会社京滋事業本部（京都

市）が竜王町の一部（ダイハツ工場用地）に供給し

ている。

ＬＰガスについては、ＬＰガス事業者が集中配管方

式によってグリーンヒル美松台に供給しており、町

と社団法人滋賀県ＬＰガス協会近江八幡支部におい

てＬＰガスに係る災害応急仮復旧に関する協定が結

ばれている。

都市ガスは、大阪ガスネットワーク株式会社京滋導

管部が竜王町の一部（ダイハツ工場用地他）に供給

している。

ＬＰガスについては、ＬＰガス事業者が集中配管方

式によってグリーンヒル美松台に供給しており、町

と社団法人滋賀県ＬＰガス協会近江八幡支部におい

てＬＰガスに係る災害応急仮復旧に関する協定が結

ばれている。

分社化にともなう会社名変更のため

都市ガスについては、ダイハツ工場用地

以外にも一部供給されているため

第４節　通信放送施設等災害予防対策

第１　防災行政無線



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-9

町防災行政無線は、無線局１、移動局13で構成され

ている。

災害時における情報収集、住民に対する災害情報の

提供等、情報の収集伝達手段として防災行政無線は

欠かせないものであり、現設備に変えて、新たに総

合的な防災行政無線の整備を進める。

県と市町、防災関係機関相互の迅速・的確な情報収

集・伝達体制を確立するため、衛星系と地上系の２

ルートで構成する防災行政通信網の整備が行われて

いる。

衛星系については、県庁・市町・防災関係機関およ

び県出先機関を結び、各種情報の収集・伝達や気象

予警報等の一斉通報を行う他、地域衛星通信ネット

ワークに参画する全国の自治体間とも電話、ファッ

クス、映像での情報交換が可能である

（削除）

県と市町、防災関係機関相互の迅速・的確な情報収

集・伝達体制を確立するため、衛星系と地上系の２

ルートで構成する防災行政通信網の整備が行われて

いる。

衛星系については、県庁・市町・防災関係機関およ

び県出先機関を結び、各種情報の収集・伝達や気象

予警報等の一斉通報を行う他、地域衛星通信ネット

ワークに参画する全国の自治体間とも電話、ファッ

クス、映像での情報交換が可能である

予-9 第２　竜王町防災行政情報システム整備 第２　竜王町防災行政情報システム

竜王町防災行政情報システムが整備され

たため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-9

（省略）

本設備は親局を町防災センター２階無線室に設置

し、町内に分散配置した屋外拡声装置、戸別受信機

を介して、屋内外にいる住民に情報を伝達するもの

である。通常の放送に加え、Ｊ－アラートやメール

配信、携帯アプリ等との連動・連携を実現すること

により、迅速且つ正確な情報伝達を行うものとす

る。

また、町の防災体制を考慮し、災害時における情報

の伝達が最も効果的に行えるよう策定した防災行政

無線設備であり、あわせて平常時の一般行政事務通

報にも有効に機能するものとする。

（省略）

竜王町防災行政無線は親局を町防災センター２階無

線室に設置し、町内に分散配置した屋外拡声装置、

戸別受信機を介して、屋内外にいる住民に情報を伝

達するものである。通常の放送に加え、Ｊ－アラー

トやメール配信（緊急速報メール・安心ホットメー

ル＜登録制＞）、携帯アプリ等（竜王町公式アプリ

「しるみる竜王」）との連動・連携をにより、災害

時における情報伝達を迅速且つ正確に行うこととす

る。

また、平常時の一般行政事務通報にも有効に活用す

る。

竜王町防災行政情報システムが整備され

たため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-10

【竜王町防災行政情報システムによる情報伝達イ

メージ】

【竜王町防災行政情報システムによる情報伝達】

竜王町防災行政情報システムが整備され

たため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

第５節　防災施設等整備計画

第１　水防施設

予-12

（省略）

町は、次の施設および資機材等を整備するととも

に、定期的な点検・管理を行い、災害時における活

用に支障をきたさないようにする。

（１）水防倉庫

（２）水防用資機材

（３）量水標

（４）雨量計

（追加）

（省略）

町は、次の施設および資機材等を整備するととも

に、定期的な点検・管理を行い、災害時における活

用に支障をきたさないようにする。

（１）水防倉庫

（２）水防用資機材

（３）量水標

（４）雨量計

（５）IOT水位センサー

IOT水位センサーを令和４年度整備した

ことによる

第３　防災拠点施設

予-13

町における防災活動の中で特に重要な機能を果たす

公共施設等を防災拠点として位置づけ、必要な機能

整備を図る。各拠点間においては、道路や情報通信

網によるネットワークの充実を図る。

また、竜王町コンパクトシティ化構想に基づく各種

整備については、総合的な防災拠点の機能を有する

整備に努める。

町における防災活動の中で特に重要な機能を果たす

公共施設等を防災拠点として位置づけ、必要な機能

整備を図る。各拠点間においては、道路や情報通信

網によるネットワークの充実を図る。

また、竜王町コンパクトシティ化構想に基づく中心

核整備にあたっては、「交流・文教ゾーン」内に防

災機能を備えた施設を整備し、これを有機的に連携

させることで、本町の防災機能の強化を図る。

竜王町コンパクトシティ化構想の進展に

伴う防災拠点整備の具体化による追記



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

７　その他の拠点

予-14

災害時に円滑なボランティア活動が実施されるよう

に、ボランティア拠点として町勤労福祉会館を指定

する。災害時には災害ボランティアセンターを設置

し、ボランティアに関する情報提供や相談、登録等

を行うボランティア活動を支援する拠点とする。

災害廃棄物置場として、町有地を指定し、災害廃棄

物の一時的な仮置き場所とする。

災害時に円滑なボランティア活動が実施されるよう

に、ボランティア拠点として町勤労福祉会館を指定

する。災害時には災害ボランティアセンターを設置

し、ボランティアに関する情報提供や相談、登録等

を行うボランティア活動を支援する拠点とする。

災害により発生した多量の廃棄物を迅速かつ適正に

処理し、町民の生活環境を確保するため、災害廃棄

物仮置場を町有地に確保する。

竜王町災害廃棄物処理計画との整合を図

るため

＜防災拠点施設一覧＞



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-14

（追加）

竜王町コンパクトシティ化構想の進展に

伴う防災拠点整備の具体化による追記



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

第６節　土砂災害予防対策

第１　土石流危険渓流および急傾斜地の崩壊対策

予ー16

町内における土石流危険渓流は14渓流、急傾斜地崩

壊危険箇所は８箇所あり、地震時・豪雨時には、土

砂災害に対して注意が必要である。

（以下省略）

町内における土石流危険渓流は13渓流、急傾斜地崩

壊危険箇所は28箇所あり、地震時・豪雨時には、土

砂災害に対して注意が必要である。

（省略）

土石流危険濁流については1箇所が湖南

市側の指定となったことから１減となっ

たため。

急傾斜地崩壊危険箇所は新たに指定され

たため。

第３　治山対策

予-17

町内における山地の災害危険地区は、山腹崩壊危険

箇所が３箇所、崩壊土砂流出危険箇所が６箇所あ

り、地震時・豪雨時には、土砂災害に対して注意が

必要である。

（以下省略）

町内における山地の災害危険地区は、山腹崩壊危険

箇所が５箇所、崩壊土砂流出危険箇所が６箇所あ

り、地震時・豪雨時には、土砂災害に対して注意が

必要である。

（以下省略）

山腹崩壊危険箇所が新たに指定されたた

め

第８節　危険物施設等災害予防対策

第１　危険物施設災害予防対策

２　指導の強化

予-19

（省略）

（４）予防規定の作成および危険物の貯蔵取扱い等

の安全管理についての指導の強化

（省略）

（４）予防規程の作成および危険物の貯蔵取扱い等

の安全管理についての指導の強化

誤字による

第２　高圧ガス施設災害予防対策



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-19

町内には、一般高圧ガス第１種製造者数は２事業者

あり県が検査・指導を行っている。

（以下省略）

町内には、一般高圧ガス第１種製造者数は３事業者

あり県が検査・指導を行っている。

（以下省略）

岡屋工業団地において製造者数が増加し

たため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

第９節　道路施設災害予防対策

第１　道路施設の災害予防

予-21 （追加） ５　無電柱化

予-21

（追加） 災害時に電柱が倒れ、道路を塞ぐ状況が発生するな

ど、緊急の活動に支障が生じることのないように、

緊急輸送道路を基本に無電柱化を実施する。

予-22

水防上時に重大な影響を持つ橋梁

出典：滋賀県水防計画資料編（令和元年度）

県の指定以外による水防上特に重大な影響を持つ橋

梁

（表省略）

※ 番号は次頁図の番号に対応

Pc：プレストレスコンクリート橋　Sg：対候性鋼板

非合成Ⅰ桁橋　Rc：コンクリート橋

出典：竜王町水防計画書（令和元年度）

水防上時に重大な影響を持つ橋梁

出典：滋賀県水防計画資料編（令和５年度）

県の指定以外による水防上特に重大な影響を持つ橋

梁

（表省略）

※ 番号は次頁図の番号に対応

Pc：プレストレスコンクリート橋　Sg：対候性鋼板

非合成Ⅰ桁橋　Rc：コンクリート橋

出典：竜王町水防計画書（令和５年度）

滋賀県水防計画資料編による

第10節　河川施設・ため池等農業用施設災害予防対策

第１　河川施設

滋賀県地域防災計画との整合を図るため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

１　重要な水防区間

予-24

（省略）

出典：滋賀県水防計画資料編（令和元年度）

（省略）

出典：竜王町水防計画書（令和元年）

（省略）

出典：滋賀県水防計画資料編（令和５年度）

（省略）

出典：竜王町水防計画書（令和５年）

時点修正



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

第２　ため池等農業施設の安全化

予-25

平成25年度から平成27年度にかけて、県はため池一

斉点検を行い、詳細な調査の優先度が高いと判定さ

れた「防災重点ため池」を抽出した。町は耐震診断

等詳細な調査を進めて、詳細な調査により対策工事

が必要と判定された場合は、計画的に国の補助事業

を活用した対策工事を実施する。

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関

する特別措置が令和２年10日に施行され、決壊によ

る水害その他の災害により被害を及ぼすおそれがあ

る農業ため池を防災重点農業用ため池として知事が

指定された。

　　町は県と連携し、劣化状況評価、地震・豪雨耐

性評価を行い、その結果を踏まえ国の補助事業を活

用し防災工事を実施する。

防災重点農業用ため池に係る防災工事等

の推進に関する特別措置の施行（令和２

年10月）による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-26

＜防災重点ため池等箇所＞ ＜防災重点農業用ため池等箇所＞

防災重点農業用ため池の指定変更による

第12節　文化財等災害予防対策

第１　竜王町の文化財



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-29

竜王町は、多くの文化資産に恵まれ、国指定文化財

22件、県指定文化財４件、町指定文化財19件と多く

の文化財が指定をうけている。

竜王町は、多くの文化資産に恵まれ、国指定文化財

22件、県指定文化財４件、町指定文化財20件、国選

択文化財１件、県選択文化財１件と多くの文化財が

指定をうけている。

新たに指定（選択）されたため

（追加） 第１４節　雪害予防対策

（追加） 雪害から町民の生活を守り、冬季の交通の確保を図

るために雪害対策を推進する。

（追加） 第１　道路雪害対策

（追加） 各道路管理者は、冬期の道路交通の安全を確保する

ため、毎年「雪寒対策計画」を定め、これに基づき

迅速かつ適切な雪寒対策の実施に努める。

（追加） １　除雪路線および実施区域の分担

（追加） 雪寒対策計画は、各道路管理者において毎年定め

る。除雪の実施区域の分担は次のとおりとし、必要

に応じて県および関係機関と協議する。

（１）名神高速道路：西日本高速道路株式会社

（２）国道８号：国土交通省近畿地方整備局滋賀国

道事務所

（３）上記以外の国道、主要地方道および県道：県

土木交通部道路課および東近江土木事務所

（４）町道 ：竜王町

（追加） ２　情報提供

新たに雪害予防対策を策定するため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

（追加） 各道路管理者は、管理する道路の路面の状況を迅速

に把握し、通行者に適切な情報を提供するよう機器

の整備等に努める。

（追加） ３　除雪体制の整備

（追加） 豪雪に備えるため、また、主要道路の交通を迅速に

確保するため、除雪協力者の拡充および除雪機械の

確保に努める。

（追加） 第２　地域雪害対策

（追加） １　雪処理の担い手確保の推進

（追加） 屋根の雪下ろしなど雪処理の基本は自助であるが、

地域で高齢化等が進んでいる状況を踏まえ、町は、

地域コミュニティが共同して雪下ろしを行うシステ

ムを整備するよう働きかける。

（追加） ２　要配慮者対策の推進

（追加） 町と自治会等が共同して雪下ろしの困難な要配慮者

をあらかじめ把握し、豪雪時には雪下ろしを支援す

る体制を整備する。

（追加） ３　広域連携による雪処理体制の整備

（追加） 消防団等による広域応援による雪処理体制をあらか

じめ整備し、豪雪時には早期に応援に入る仕組みを

確立する。

（追加） ４　雪処理ボランティアの活用

新たに雪害予防対策を策定するため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

（追加） 豪雪時には、町内および町外から雪処理ボランティ

アを募集し、速やかに雪処理の担い手の確保を図

る。

第２章　災害に備えた「しくみ」づくり

第１節　情報の収集・伝達体制の整備

第１　通信、放送体制

２　広報システムの整備

予-33

（２）郵便局との相互協力

災害時における竜王町と竜王町内郵便局との相互協

力に関する覚書に基づく。

（２）郵便局との相互協力

竜王町と日本郵便株式会社との包括連携に関する協

定書に基づく。 覚書（協定書）の更新に係る名称変更に

よる

第２節　火災予防、緊急消火体制の充実

第１　予防消防の強化充実

５　感震ブレーカーの普及

新たに雪害予防対策を策定するため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-35

感震ブレーカーとは、設定値以上の揺れを感知する

と自動的に電気の供給を遮断し、地震の２次災害で

ある火災を防ぐことが目的のブレーカーである。出

火元を減らすことで、火災拡大の可能性を低減させ

ることが期待できる。

その普及のため、町の耐震工事の補助申請窓口での

広報や、新築や住宅リフォームに合わせて感震ブ

レーカーの設置が進むよう、建築士、電気工事業者

などの団体と連携して施主に対し、有効性や種類、

設置の費用などについて情報提供を行う。

感震ブレーカーとは、設定値以上の揺れを感知する

と自動的に電気の供給を遮断し、地震の２次災害で

ある火災を防ぐことが目的のブレーカーである。出

火元を減らすことで、火災拡大の可能性を低減させ

ることが期待できる。

電気火災の発生抑制のための感震ブレーカーの取付

けが進むよう、施主に対し、有効性や種類、設置の

費用などについて町の耐震工事の補助申請窓口や、

建築士、電気工事業者などの団体と連携して情報提

供や、町の広報媒体を活用による感震ブレーカー設

置に係る補助金等についての広報を行うなど普及に

努める。

竜王町感震ブレーカー等設置事業補助金

交付要綱が策定されたことによる

第５　広域消防体制

予-36

消防本部は、「滋賀県下広域消防相互応援協定」に

基づき、高度な消防サービスの提供体制の確立や消

防総合力を充実させる。

消防団については、「滋賀県下消防団広域相互応援

協定書」に基づき、円滑な応援態勢の整備を図る。

消防本部は、「滋賀県広域消防相互応援協定書」に

基づき、高度な消防サービスの提供体制の確立や消

防総合力を充実させる。

消防団については、「滋賀県下消防団広域相互応援

協定書」に基づき、円滑な応援態勢の整備を図る。

誤字による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-37

＜東近江行政組合消防本部　消防隊等の平常時の配

置＞

＜東近江行政組合消防本部　消防隊等の平常時の配

置＞

組織改編による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-37

＜消防車両等配置状況＞ ＜消防車両等配置状況＞

消防車両等更新による

第４節　避難体制の整備

第２　避難路・避難場所選定

２　避難場所の選定



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-41

（省略）

（４）福祉避難所（福祉避難室）

町は、一般の避難所生活が困難である要配慮者のた

めに特別の配慮がなされた福祉避難所については、

国の「福祉避難所設置・運営に関するガイドライ

ン」を参考に指定し、民間施設等であって必要な場

合は協定を結ぶ等設置に向けた推進を図る。

（以下省略）

町は、一般の避難所生活が困難である高齢者、障害

者、医療ケアを必要とする者等の要配慮者のために

特別の配慮がなされた福祉避難所については、国の

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取

組指針」および「福祉避難所設置・運営に関するガ

イドライン」を参考に指定し、特に、医療的ケアを

必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の

医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努

める。民間施設等であって必要な場合は協定を結ぶ

等設置に向けた推進を図る。

滋賀県地域防災計画との整合を図るため

３　避難所の整備

予-45

＜地区避難所＞

（表省略）

38　安楽寺　〇　〇　岩井　岩井

＜地区避難所＞

（表省略）

38　岩井自治会館　〇　〇　岩井　岩井

岩井地区の地区避難所が変更となったた

め

第３　避難場所・避難所の周知



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-47

災害時における迅速で円滑な避難を確保するため、

予め以下の方法で町民に対して避難所・避難場所の

周知を図る。なお、周知にあたっては、ホームペー

ジや文書等により行い、誰もがわかりやすい表現の

工夫や多言語化に努める。

ア　ハザードマップ、防災マップ等の配布

イ　防災訓練等の実施

ウ　避難所・避難場所を示す標識の整備

エ　広報「広報りゅうおう」

（追加）

災害時における迅速で円滑な避難を確保するため、

予め以下の方法で町民に対して避難所・避難場所の

周知を図る。なお、周知にあたっては、ホームペー

ジや文書等により行い、誰もがわかりやすい表現の

工夫や多言語化に努める。

ア　ハザードマップ、防災マップ等の配布

イ　防災訓練等の実施

ウ　避難所・避難場所を示す標識の整備

エ　広報「広報りゅうおう」

オ　竜王町公式アプリ「しるみる竜王」

防災行政情報システムの整備による

第５節　食糧、生活必需品等の調達・確保

第５　備蓄品の管理

予-50

備蓄品は担当課において毎年回点検し、結果を生活

安全課へ報告するとともに、備蓄品の補充・更新を

行い、備蓄一覧表にとりまとめておく。

備蓄品は担当課において年１回点検し、結果を生活

安全課へ報告するとともに、備蓄品の補充・更新を

行い、備蓄一覧表にとりまとめておく。

文言修正



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-51 災害用備蓄品一覧の更新による

第７節　要配慮者の安全確保と支援体制の強化

第２　社会福祉施設等における防災体制の構築

（追加） ９　非常用電源の確保



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-56

（追加） 町は、大規模停電発生時に電源車の配備等、国、

県、電気事業者等からの円滑な支援を受けられるよ

う、あらかじめ社会福祉施設および病院が保有する

非常用電源の設置状況等の収集に努めるものとす

る。

滋賀県地域防災計画との整合を図るため

第10節　相互応援協定

第２　相互応援協定を締結している市町

予-63

（省略）

（追加）

（省略）

令和３年２月12日に山梨県甲斐市と新た

に相互応援協定を締結したため

予-64 滋賀県下広域消防相互応援協定 滋賀県広域消防相互応援協定書 誤字による

第11節　その他協定の締結等

第３　協力企業登録制度の創設



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-66

＜応援協定を締結している団体等＞

（表省略）

（追加）

＜応援協定を締結している団体等＞

（表省略）

令和２年３月以降、新たに締結した応援

協定を追加



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

第３章　地域防災を支える「人」づくり

第１節　防災知識の普及と防災意識の高揚

第１　地域における防災教育

２　普及の方法

予-69

地域住民や事業所等が「自分たちのまちは自分たち

で守る」という意識をもって防災力の向上を図るよ

う、あらゆる機会を通じて防災知識の普及と意識の

高揚に努める。

（１）社会教育を通じての普及

公民館活動やＰＴＡ、青年学級、青年団、女性団体

等の会合等の機会を活用して、防災上必要な知識の

普及に努める。

地域住民や事業所等が「自分たちのまちは自分たち

で守る」という意識をもって防災力の向上を図るよ

う、あらゆる機会を通じて防災知識の普及と意識の

高揚に努める。

（１）社会教育を通じての普及

公民館活動やＰＴＡ、青年団、女性団体等の会合等

の機会を活用して、防災上必要な知識の普及に努め

る。

青年学級が開講されていないため

第１　地域における防災教育

第２　学校・園における防災教育

２　普及の方法

予-70
（１）～（３）省略

（追加）

（４）町は、学校における消防団員等が参画した体

験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとす

る。

滋賀県地域防災計画との整合を図るため

第７　言い伝えや教訓の継承



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第２篇　災害予防計画）　新旧対照表

予-71

町は、県および各防災関係機関と連携し、大規模災

害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の

収集、保存、公開等により、町民が災害の教訓を伝

承する取組を支援するよう努める。

（以下省略）

町は、県および各防災関係機関と連携し、大規模災

害に関する調査分析結果や映像、石碑やモニュメン

トを含めた各種資料の収集、保存、公開等により、

町民が災害の教訓を伝承する取組を支援するよう努

める。

（以下省略）

滋賀県地域防災計画との整合を図るため



頁 修正前 修正後 修正理由

第１章 活動体制の確立

第１節　風水害等に対する活動体制

第１　竜王町防災組織活動体制

応-2

（省略）

＜防災組織活動体制＞

（省略）

＜防災組織活動体制＞

実態に即した活動体制とするための見直

しによる

第２　配備体制の決定

２　勤務時間内における配備体制決定の手順

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-3

（省略）

（２）気象注意報の場合の対応

勤務時間内に気象注意報が発表された場合、警戒第

１号体制を速やかに設置する。生活安全課長は、気

象注意報の受理・確認を総務主監に報告し、総務主

監は警戒第１号体制の確立を指示する。生活安全課

長は、警戒第１号体制の担当職員に配備体制をとる

よう指示する。

（３）気象警報の場合の対応

気象警報が発表された場合は、警戒第２号体制およ

び水防第１配備以上の体制を確立する。

生活安全課長は、気象警報が発表されたことを総務

主監に報告し、総務主監は警戒第２号体制の確立を

指示する。各警戒体制担当職員は、配備編成計画に

基づき防災活動を実施する。

災害が発生し、または災害の発生が確実に予想され

るときは、必要に応じて配備検討会議を開催し、配

備体制の強化を図る。

（以下省略）

（省略）

（２）気象注意報の場合の対応

勤務時間内に気象注意報が発表された場合、生活安

全課長は、気象注意報の受理・確認をする。

（３）気象警報の場合の対応

気象警報が発表された場合は、警戒第１号体制を確

立する。

生活安全課長は、気象警報が発表されたことを総務

主監に報告し、総務主監は警戒第１号体制の確立を

指示する。各警戒体制担当職員は、配備編成計画に

基づき防災活動を実施する。

警戒第１号体制を実施中、警報が２つ発表され、河

川の水位が基準を超えたとき、または災害の発生が

予想されるときは、生活安全課長は総務主監に報告

し、総務主監は警戒２号体制の確立を指示する。各

警戒体制担当職員は、配備編成計画に基づき防災活

動を実施する。

（以下省略）

実態に即した活動体制とするための見直

しによる

３　勤務時間外における配備体制決定の手順



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-4

（省略）

（１）気象注意報の場合の対応

県緊急情報ネットワークによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者

は生活安全課長に連絡し、生活安全課長は総務主監

に報告し、総務主監は警戒第１号体制の確立を指示

する。総務主監不在の場合は、生活安全課長が警戒

第１号体制を指示する。

テレビ・ラジオ等の報道機関から気象注意報が発表

された場合、警戒第１号体制の担当職員は自主参集

する。警戒第１号体制の担当職員は、生活安全課長

または総務主監から警戒第１号体制の指示を受け

る。

（２）気象警報の場合の対応

県緊急情報ネットワークによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者

は生活安全課長に連絡し、生活安全課長は総務主監

に報告し、総務主監は警戒第２号体制の確立を指示

する。各警戒体制担当職員は、配備編成計画に基づ

き防災活動を実施する。

災害が発生し、または災害の発生が確実に予想され

るときは、必要に応じて配備検討会議を開催し、配

備体制の強化を図る。

（省略）

（１）気象注意報の場合の対応

県緊急情報ネットワークによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。

（２）気象警報の場合の対応

県緊急情報ネットワークによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者

は生活安全課長に連絡する。

テレビ・ラジオ等の報道機関から警報が発表された

場合、警戒第１号体制の担当職員は自主参集する。

警戒第１号体制の担当職員は、生活安全課長または

総務主監から警戒第１号体制の指示を受ける。

警戒第１号体制を実施中、警報が２つ発表され、河

川の水位が基準を超えたとき、または災害の発生が

予想されるときは、生活安全課長は総務主監に報告

し、総務主監は警戒２号体制の確立を指示する。各

警戒体制担当職員は、配備編成計画に基づき防災活

動を実施する。

実態に即した活動体制とするための見直

しによる



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

４　防災組織活動体制の解除

応-5

防災組織活動体制の解除は、各実施責任者が次表の

基準に基づいて行う。

 ＜体制解除の基準＞

防災組織活動体制の解除は、各実施責任者が次表の

基準に基づいて行う。

 ＜体制解除の基準＞

実態に即した活動体制とするための見直

しによる

第３　配備体制の伝達

１　職員の動員

応-4

（省略）

（１）気象注意報の場合の対応

県緊急情報ネットワークによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者

は生活安全課長に連絡し、生活安全課長は総務主監

に報告し、総務主監は警戒第１号体制の確立を指示

する。総務主監不在の場合は、生活安全課長が警戒

第１号体制を指示する。

テレビ・ラジオ等の報道機関から気象注意報が発表

された場合、警戒第１号体制の担当職員は自主参集

する。警戒第１号体制の担当職員は、生活安全課長

または総務主監から警戒第１号体制の指示を受け

る。

（２）気象警報の場合の対応

県緊急情報ネットワークによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者

は生活安全課長に連絡し、生活安全課長は総務主監

に報告し、総務主監は警戒第２号体制の確立を指示

する。各警戒体制担当職員は、配備編成計画に基づ

き防災活動を実施する。

災害が発生し、または災害の発生が確実に予想され

るときは、必要に応じて配備検討会議を開催し、配

備体制の強化を図る。

（省略）

（１）気象注意報の場合の対応

県緊急情報ネットワークによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。

（２）気象警報の場合の対応

県緊急情報ネットワークによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者

は生活安全課長に連絡する。

テレビ・ラジオ等の報道機関から警報が発表された

場合、警戒第１号体制の担当職員は自主参集する。

警戒第１号体制の担当職員は、生活安全課長または

総務主監から警戒第１号体制の指示を受ける。

警戒第１号体制を実施中、警報が２つ発表され、河

川の水位が基準を超えたとき、または災害の発生が

予想されるときは、生活安全課長は総務主監に報告

し、総務主監は警戒２号体制の確立を指示する。各

警戒体制担当職員は、配備編成計画に基づき防災活

動を実施する。

実態に即した活動体制とするための見直

しによる



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-5

（省略）

（２）勤務時間内の動員

①警戒第１号体制の動員

生活安全課長は、警戒第１号体制の担当職員に庁内

放送により配備体制をとるよう指示する。

②警戒第２号体制の動員

生活安全課長は警戒第２号体制の担当職員に庁内放

送により配備体制をとるよう指示する。各警戒体制

担当職員は、配備編成計画に基づき防災活動を実施

する。

③災害警戒本部、災害対策本部

生活安全課長は、各班の班長に庁内放送により指示

する。

災害警戒本部、災害対策本部においては、各班長は

配備編成計画に基づき動員配備を行う。

（以下略）

（省略）

（２）勤務時間内の動員

①警戒第１号体制の動員

生活安全課長は、警戒第１号体制の担当職員に庁内

放送、電話、庁内メール、LoGoチャットにより配備

体制をとるよう指示する。

②警戒第２号体制の動員

生活安全課長は警戒第２号体制の担当職員に庁内放

送、電話、庁内メール、LoGoチャットにより配備体

制をとるよう指示する。各警戒体制担当職員は、配

備編成計画に基づき防災活動を実施する。

③災害警戒本部、災害対策本部

生活安全課長は、各班の班長に庁内放送、電話、庁

内メール、LoGoチャットにより指示する。

災害警戒本部、災害対策本部においては、各班長は

配備編成計画に基づき動員配備を行う。

（以下略）

実態に即した活動体制とするための見直

しによる



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-7

＜職員の参集表＞ ＜職員の参集表＞

実態に即した活動体制とするための見直

しによる



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-8

（５）職員緊急時初期フォロー

（省略）

勤務時間外

①　ラジオ、テレビ等において気象情報を確認し、

自主参集または電話による参集

↓

②　防災服、長靴、ヘルメット等着用、筆記用具等

を携帯

↓

③　庁舎に到着するまでの間の被害状況の把握と情

報収集

↓

④　参集手段は、徒歩、自転車、バイク

↓

⑤　庁舎に到着後「被災状況報告書」の作成と情報

班へ報告

↓

⑥　定められた職務の遂行

（５）職員緊急時初期フォロー

（省略）

勤務時間外

①　ラジオ、テレビ等において気象情報を確認し、

自主参集または電話による参集

↓

②　防災服、長靴、ヘルメット等着用、筆記用具等

を携帯

↓

③　庁舎に到着するまでの間の被害状況の把握と情

報収集

↓

④　参集手段は、徒歩、自転車、バイク、自動車

↓

⑤　庁舎に到着後「被災状況報告書」の作成と情報

班へ報告

↓

⑥　定められた職務の遂行

風水害時においては、自動車での参集も

考えられることから



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

２　他機関への連絡

応-9

（１）警戒体制（警戒第１号体制、警戒第２号体

制、災害警戒本部）

警戒第１号体制、警戒第２号体制、災害警戒本部を

設置および廃止したときは、生活安全課長は次の機

関に速やかに通知する。

①滋賀県災害対策東近江地方本部（設置前は東近江

土木事務所）

②近江八幡警察署（竜王警察官駐在所）

③東近江行政組合消防本部（近江八幡消防署、竜王

出張所）

（１）警戒体制（警戒第１号体制、警戒第２号体

制、災害警戒本部）

警戒第１号体制、警戒第２号体制、災害警戒本部を

設置および廃止したときは、生活安全課長は次の機

関に速やかに通知する。

①滋賀県災害対策東近江地方本部（設置前は東近江

土木事務所）

②近江八幡警察署（削除）

③東近江行政組合消防本部（近江八幡消防署、竜王

出張所）

竜王警察官駐在所の一般加入電話が廃止

され、連絡先については、近江八幡警察

署に統一されたため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-9

（２）災害対策本部

災害対策本部を設置および廃止したときは、生活安

全課長は次の機関に速やかに通知する。

①滋賀県災害対策東近江地方本部（設置前は東近江

土木事務所）

②防災会議委員

③指定地方行政機関、指定公共機関および指定地方

公共機関の長または代表者

④陸上自衛隊

⑤近江八幡警察署（竜王警察官駐在所）

⑥東近江行政組合消防本部（近江八幡消防署、竜王

出張所）

⑦公共的団体および防災上重要な機関

⑧災害時相互応援協定を締結している自治体等

（２）災害対策本部

災害対策本部を設置および廃止したときは、生活安

全課長は次の機関に速やかに通知する。

①滋賀県災害対策東近江地方本部（設置前は東近江

土木事務所）

②防災会議委員

③指定地方行政機関、指定公共機関および指定地方

公共機関の長または代表者

④陸上自衛隊

⑤近江八幡警察署（削除）

⑥東近江行政組合消防本部（近江八幡消防署、竜王

出張所）

⑦公共的団体および防災上重要な機関

⑧災害時相互応援協定を締結している自治体等

竜王警察官駐在所の一般加入電話が廃止

され、連絡先については、近江八幡警察

署に統一されたため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

第４　警戒体制

１　警戒第１号体制

応-9

（省略）

（１）警戒班

班長：生活安全課長

担当

総務主監、住民福祉主監、産業建設主監

教育次長

生活安全課　課長、参事、課長補佐、係長、消防防

犯担当、消防・防災推進員

建設計画課　課長、参事、課長補佐、係長

活動内容

○町域に気象注意報（風雪・強風・大雨・大雪・洪

水）が発表されたとき

（省略）

（１）警戒班

班長：生活安全課長

担当

総務主監、産業建設主監

生活安全課　課長、参事、課長補佐、消防防犯係

長、消防防犯担当、消防・防災推進員

建設計画課　課長、参事、課長補佐、係長

活動内容

○大雨等に関する警報が１つ発表されたとき

○大雨等に関する注意報が発表され、かつ、河川の

水位が基準を超えたとき

実態に即した活動体制とするための見直

しによる



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

３　災害対策本部の組織と事務分掌

応-11

（省略）

広報班

指定された職員

〇ホームページや有線電話機等による町民等への情

報の発信

〇テレビ・ラジオなどの報道関係者の対応

〇町民からの要望についての対応

（省略）

広報班

指定された職員

〇ホームページや防災行政無線等による町民等への

情報の発信

〇テレビ・ラジオなどの報道関係者の対応

〇町民からの要望についての対応

防災行政無線等の整備による

応-12

（省略）

（２）総務班

担当

班　長

総務課長

副班長

中心核整備課長

生活安全課長

消防・防災推進員

（省略）

（２）総務班

担当

班　長

総務課長

副班長

（削除）

生活安全課長

消防・防災推進員

中心核整備課長を応急対策班に編入のた

め



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-14

応-15

応-16

（省略）

（５）応急対策班

担当

班　長

　建設計画課長

副班長

（追加）

農業振興課長

商工観光課長

建設計画課長

上下水道課長

（消防団分団長以上

（省略）

（５）応急対策班

担当

班　長

　建設計画課長

副班長

中心核整備課長

農業振興課長

商工観光課長

（削除）

上下水道課長

（消防団分団長以上

中心核整備課長を応急対策班に編入のた

め、建設計画課長が重複しているため削

除



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-17

応-18

（省略）

（６）救護班

担当

班　長

　住民課長

副班長

　税務課長

　福祉課長

健康推進課長

発達支援課長

公民館長

国保診療所長

学校給食センター所長

竜王幼稚園長

竜王西幼稚園長

（省略）

（６）救護班

担当

班　長

　住民課長

副班長

　税務課長

　福祉課長

健康推進課長

自立支援課長

公民館長

国保診療所長

学校給食センター所長

竜王こども園長

組織改編による名称の変更のため

第２節　震災に対する活動体制

第１　竜王町防災組織活動体制



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-19

（省略）

＜防災組織活動体制＞

（省略）

＜防災組織活動体制＞

南海トラフ地震臨時情報、長周期地震動

階級の追加による

第２　配備体制の決定

２　勤務時間内における配備体制決定の手順



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

南海トラフ地震臨時情報、長周期地震動

階級の追加による

勤務時間内に震度４以上の地震が発生した場合、ま

たは南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の配

備体制の決定手順は次のとおりとする。

（１）震度情報の確認

県防災行政通信システムを通じて、またはテレビ、

ラジオ等の報道機関により、地震情報等が伝達され

た場合は、生活安全課長が受理し確認する。

（２）震度４の場合の対応

勤務時間内に震度４の地震が発生した場合、または

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、警戒第

１号体制を速やかに整える。生活安全課長は、震度

４の地震の発生を総務主監に報告し、総務主監は警

戒第１号体制の確立を指示する。生活安全課長は、

警戒第１号体制の担当職員に配備体制をとるよう指

示する。被害状況に応じて警戒第２号体制へ移行す

る。

（３）震度５弱以上の場合

震度５弱または震度５強の場合は、自動的に災害警

戒本部を設置し、各班において緊急初動対策を講じ

る。生活安全課長は、震度５弱以上の地震が発生し

たことを総務主監に報告し、総務主監は副町長に報

告する。災害警戒本部設置に関する担当職員は、本

部長（副町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防

災活動を実施する。

震度６弱以上の場合、災害対策本部を自動的に設置

し、各班において緊急初動対策を講じる。生活安全

課長は、震度６弱以上の地震が発生したことを総務

主監と副町長に報告し、総務主監は町長に報告す

る。災害対策本部設置に関する担当職員は、本部長

（町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災活動

を実施する。

応-20

勤務時間内に震度４以上の地震が発生した場合、ま

たは南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表され

た場合の配備体制の決定手順は次のとおりとする。

（１）震度情報の確認

県防災行政通信システムを通じて、またはテレビ、

ラジオ等の報道機関により、地震情報等が伝達され

た場合は、生活安全課長が受理し確認する。

（２）震度４の場合の対応

勤務時間内に震度４の地震が発生した場合、または

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場

合は、警戒第１号体制を速やかに整える。生活安全

課長は、震度４の地震の発生を総務主監に報告し、

総務主監は警戒第１号体制の確立を指示する。生活

安全課長は、警戒第１号体制の担当職員に配備体制

をとるよう指示する。被害状況に応じて警戒第２号

体制へ移行する。

（３）震度５弱以上の場合

震度５弱または震度５強が発生した場合、または南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）（巨大地震

警戒）が発表された場合は、自動的に災害警戒本部

を設置し、各班において緊急初動対策を講じる。生

活安全課長は、震度５弱以上の地震が発生したこと

を総務主監に報告し、総務主監は副町長に報告す

る。災害警戒本部設置に関する担当職員は、本部長

（副町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災活

動を実施する。

震度６弱以上が発生した場合、または長周期地震動

階級４が観測された場合は、災害対策本部を自動的

に設置し、各班において緊急初動対策を講じる。生

活安全課長は、震度６弱以上の地震が発生したこと

を総務主監と副町長に報告し、総務主監は町長に報

告する。災害対策本部設置に関する担当職員は、本

部長（町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災

活動を実施する。



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

南海トラフ地震臨時情報、長周期地震動

階級の追加による

勤務時間内に震度４以上の地震が発生した場合、ま

たは南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の配

備体制の決定手順は次のとおりとする。

（１）震度情報の確認

県防災行政通信システムを通じて、またはテレビ、

ラジオ等の報道機関により、地震情報等が伝達され

た場合は、生活安全課長が受理し確認する。

（２）震度４の場合の対応

勤務時間内に震度４の地震が発生した場合、または

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、警戒第

１号体制を速やかに整える。生活安全課長は、震度

４の地震の発生を総務主監に報告し、総務主監は警

戒第１号体制の確立を指示する。生活安全課長は、

警戒第１号体制の担当職員に配備体制をとるよう指

示する。被害状況に応じて警戒第２号体制へ移行す

る。

（３）震度５弱以上の場合

震度５弱または震度５強の場合は、自動的に災害警

戒本部を設置し、各班において緊急初動対策を講じ

る。生活安全課長は、震度５弱以上の地震が発生し

たことを総務主監に報告し、総務主監は副町長に報

告する。災害警戒本部設置に関する担当職員は、本

部長（副町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防

災活動を実施する。

震度６弱以上の場合、災害対策本部を自動的に設置

し、各班において緊急初動対策を講じる。生活安全

課長は、震度６弱以上の地震が発生したことを総務

主監と副町長に報告し、総務主監は町長に報告す

る。災害対策本部設置に関する担当職員は、本部長

（町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災活動

を実施する。

応-20

勤務時間内に震度４以上の地震が発生した場合、ま

たは南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表され

た場合の配備体制の決定手順は次のとおりとする。

（１）震度情報の確認

県防災行政通信システムを通じて、またはテレビ、

ラジオ等の報道機関により、地震情報等が伝達され

た場合は、生活安全課長が受理し確認する。

（２）震度４の場合の対応

勤務時間内に震度４の地震が発生した場合、または

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場

合は、警戒第１号体制を速やかに整える。生活安全

課長は、震度４の地震の発生を総務主監に報告し、

総務主監は警戒第１号体制の確立を指示する。生活

安全課長は、警戒第１号体制の担当職員に配備体制

をとるよう指示する。被害状況に応じて警戒第２号

体制へ移行する。

（３）震度５弱以上の場合

震度５弱または震度５強が発生した場合、または南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）（巨大地震

警戒）が発表された場合は、自動的に災害警戒本部

を設置し、各班において緊急初動対策を講じる。生

活安全課長は、震度５弱以上の地震が発生したこと

を総務主監に報告し、総務主監は副町長に報告す

る。災害警戒本部設置に関する担当職員は、本部長

（副町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災活

動を実施する。

震度６弱以上が発生した場合、または長周期地震動

階級４が観測された場合は、災害対策本部を自動的

に設置し、各班において緊急初動対策を講じる。生

活安全課長は、震度６弱以上の地震が発生したこと

を総務主監と副町長に報告し、総務主監は町長に報

告する。災害対策本部設置に関する担当職員は、本

部長（町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災

活動を実施する。



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

３　勤務時間外における配備体制決定の手順

応-20

（１）震度４の場合の対応

自動的に警戒第１号体制をとる。

県防災行政通信システムによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者

は生活安全課長に連絡する。

テレビ・ラジオ等の報道機関から震度４が発表され

た場合、または南海トラフ地震臨時情報が発表され

た場合は、警戒第１号体制の担当職員は自主参集す

る。警戒第１号体制の担当職員は、生活安全課長か

ら指示を受ける。被害状況に応じて警戒第２号体制

へ移行する。

災害発生が確実に予想されるときは、必要に応じて

配備検討会議を開催し、配備体制の強化を図る。

（１）震度４の場合の対応

自動的に警戒第１号体制をとる。

県防災行政通信システムによって防災行政無線ＦＡ

Ｘが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者

は生活安全課長に連絡する。

テレビ・ラジオ等の報道機関から震度４が発表され

た場合、または南海トラフ地震臨時情報（調査中）

が発表された場合は、警戒第１号体制の担当職員は

自主参集する。警戒第１号体制の担当職員は、生活

安全課長から指示を受ける。被害状況に応じて警戒

第２号体制へ移行する。

災害発生が確実に予想されるときは、必要に応じて

配備検討会議を開催し、配備体制の強化を図る。

南海トラフ地震臨時情報、長周期地震動

階級の追加による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-20

（２）震度５弱以上の場合の対応

震度５弱または震度５強の場合、自動的に災害警戒

本部を設置し、各班において緊急初動対策を講じ

る。県防災行政通信システムによって防災行政無線

ＦＡＸが送られ、音声では宿直者に伝達される。宿

直者は生活安全課長に連絡し、生活安全課長は総務

主監に報告し、総務主監は副町長に報告する。災害

警戒本部設置に関する担当職員は、本部長（副町

長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災活動を実

施する。

震度６弱以上の場合は、災害対策本部を自動的に設

置し、各班において緊急初動対策を講じる。宿直者

は生活安全課長に連絡し、生活安全課長は総務主監

と副町長に報告し、総務主監は町長に報告する。災

害対策本部設置に関する担当職員は、本部長（町

長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災活動を実

施する。

（２）震度５弱以上の場合の対応

震度５弱または震度５強が発生した場合、または南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）（巨大地震

警戒）が発表された場合は、自動的に災害警戒本部

を設置し、各班において緊急初動対策を講じる。県

防災行政通信システムによって防災行政無線ＦＡＸ

が送られ、音声では宿直者に伝達される。宿直者は

生活安全課長に連絡し、生活安全課長は総務主監に

報告し、総務主監は副町長に報告する。災害警戒本

部設置に関する担当職員は、本部長（副町長）の指

揮下で配備編成計画に基づき防災活動を実施する。

震度６弱以上が発生した場合、または長周期地震動

階級４が観測された場合は、災害対策本部を自動的

に設置し、各班において緊急初動対策を講じる。宿

直者は生活安全課長に連絡し、生活安全課長は総務

主監と副町長に報告し、総務主監は町長に報告す

る。災害対策本部設置に関する担当職員は、本部長

（町長）の指揮下で配備編成計画に基づき防災活動

を実施する。

南海トラフ地震臨時情報、長周期地震動

階級の追加による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

４　防災組織活動体制の解除

応-21

防災組織活動体制の解除は、各実施責任者が下表の

基準に基づいて行う。

＜体制解除の基準＞

防災組織活動体制の解除は、各実施責任者が下表の

基準に基づいて行う。

＜体制解除の基準＞

南海トラフ地震臨時情報の追加による

および文言修正



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

第３　配備体制の伝達

１　職員の動員

応-21

（省略）

（２）勤務時間内の動員

①警戒第１号体制、警戒第２号体制（震度４の場

合）の動員

生活安全課長は、各体制の担当職員に庁内放送によ

り配備体制をとるよう指示する。

②災害警戒本部、災害対策本部（震度５弱以上の場

合）

生活安全課長は、各班の班長に庁内放送により指示

する。

災害警戒本部、災害対策本部においては、各班長は

配備編成計画に基づき動員配備をする。

（省略）

（２）勤務時間内の動員

①警戒第１号体制、警戒第２号体制（震度４の場

合）の動員

生活安全課長は、各体制の担当職員に庁内放送、電

話、庁内メール、LoGoチャットにより配備体制をと

るよう指示する。

②災害警戒本部、災害対策本部（震度５弱以上の場

合）

生活安全課長は、各班の班長に庁内放送、電話、庁

内メール、LoGoチャットにより指示する。

災害警戒本部、災害対策本部においては、各班長は

配備編成計画に基づき動員配備をする。

伝達手段の追加のため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

南海トラフ地震臨時情報の追加による

および文言修正

応-21

応-22

３）勤務時間外の動員

①自主参集の原則

勤務時間外に震度４以上が発表された場合、または

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、職員

各自がテレビ・ラジオ等の報道機関により震度や情

報を確認し、配備編成計画に基づき関係各課におい

て指名されている職員は自主参集することを基本と

する。ただし、配備体制が強化されるごとに、担当

職員に電話で連絡するものとする。

速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡が行え

るよう、あらかじめ非常参集職員の名簿（自宅電話

番号、携帯電話番号、自宅メールアドレス、携帯

メールアドレスを含む）等を含む体制図を作成し、

参集基準や連絡経路を明確にしておくなど、職員の

参集体制の整備を図るものとする。また、警戒体制

をとるためのマニュアル等の活用など必要な体制を

整備する。

②警戒第１号体制、警戒第２号体制（震度４の場

合）の動員

勤務時間外に震度４の地震が発生した場合または南

海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、職員各

自がテレビ、ラジオ等の報道機関による震度や情報

を確認し、各体制の担当職員は自主的に参集する。

③災害警戒本部、災害対策本部（震度５弱以上の場

合）

勤務時間外に震度５弱以上の地震が発生した場合

は、職員各自がテレビ・ラジオ等の報道機関による

震度を確認し、各体制の担当職員は自主的に参集す

る。

３）勤務時間外の動員

①自主参集の原則

勤務時間外に震度４以上が発表された場合、または

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場

合は、職員各自がテレビ・ラジオ等の報道機関によ

り震度や情報を確認し、配備編成計画に基づき関係

各課において指名されている職員は自主参集するこ

とを基本とする。ただし、配備体制が強化されるご

とに、担当職員に電話で連絡するものとする。

速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡が行え

るよう、あらかじめ非常参集職員の名簿（自宅電話

番号、携帯電話番号、自宅メールアドレス、携帯

メールアドレスを含む）等を含む体制図を作成し、

参集基準や連絡経路を明確にしておくなど、職員の

参集体制の整備を図るものとする。また、警戒体制

をとるためのマニュアル等の活用など必要な体制を

整備する。

②警戒第１号体制、警戒第２号体制（震度４の場

合）の動員

勤務時間外に、町内において震度４の地震が発生し

た場合または南海トラフ地震臨時情報（調査中）が

発表された場合は、職員各自がテレビ、ラジオ等の

報道機関による震度や情報を確認し、各体制の担当

職員は自主的に参集する。

③災害警戒本部、災害対策本部（震度５弱以上の場

合）

勤務時間外に町内において震度５弱以上の地震が発

生した場合、または南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）（巨大地震警戒）が発表された場合は、

職員各自がテレビ・ラジオ等の報道機関による震度

を確認し、各体制の担当職員は自主的に参集する。



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

南海トラフ地震臨時情報の追加による

および文言修正

応-21

応-22

３）勤務時間外の動員

①自主参集の原則

勤務時間外に震度４以上が発表された場合、または

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、職員

各自がテレビ・ラジオ等の報道機関により震度や情

報を確認し、配備編成計画に基づき関係各課におい

て指名されている職員は自主参集することを基本と

する。ただし、配備体制が強化されるごとに、担当

職員に電話で連絡するものとする。

速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡が行え

るよう、あらかじめ非常参集職員の名簿（自宅電話

番号、携帯電話番号、自宅メールアドレス、携帯

メールアドレスを含む）等を含む体制図を作成し、

参集基準や連絡経路を明確にしておくなど、職員の

参集体制の整備を図るものとする。また、警戒体制

をとるためのマニュアル等の活用など必要な体制を

整備する。

②警戒第１号体制、警戒第２号体制（震度４の場

合）の動員

勤務時間外に震度４の地震が発生した場合または南

海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、職員各

自がテレビ、ラジオ等の報道機関による震度や情報

を確認し、各体制の担当職員は自主的に参集する。

③災害警戒本部、災害対策本部（震度５弱以上の場

合）

勤務時間外に震度５弱以上の地震が発生した場合

は、職員各自がテレビ・ラジオ等の報道機関による

震度を確認し、各体制の担当職員は自主的に参集す

る。

３）勤務時間外の動員

①自主参集の原則

勤務時間外に震度４以上が発表された場合、または

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場

合は、職員各自がテレビ・ラジオ等の報道機関によ

り震度や情報を確認し、配備編成計画に基づき関係

各課において指名されている職員は自主参集するこ

とを基本とする。ただし、配備体制が強化されるご

とに、担当職員に電話で連絡するものとする。

速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡が行え

るよう、あらかじめ非常参集職員の名簿（自宅電話

番号、携帯電話番号、自宅メールアドレス、携帯

メールアドレスを含む）等を含む体制図を作成し、

参集基準や連絡経路を明確にしておくなど、職員の

参集体制の整備を図るものとする。また、警戒体制

をとるためのマニュアル等の活用など必要な体制を

整備する。

②警戒第１号体制、警戒第２号体制（震度４の場

合）の動員

勤務時間外に、町内において震度４の地震が発生し

た場合または南海トラフ地震臨時情報（調査中）が

発表された場合は、職員各自がテレビ、ラジオ等の

報道機関による震度や情報を確認し、各体制の担当

職員は自主的に参集する。

③災害警戒本部、災害対策本部（震度５弱以上の場

合）

勤務時間外に町内において震度５弱以上の地震が発

生した場合、または南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）（巨大地震警戒）が発表された場合は、

職員各自がテレビ・ラジオ等の報道機関による震度

を確認し、各体制の担当職員は自主的に参集する。



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-23

＜職員の参集表＞ ＜職員の参集表＞

南海トラフ地震臨時情報の追加、伝達手

段の追加による

第３　配備態勢の伝達

２　他機関への連絡



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-25

（１）警戒体制（警戒第１号体制、警戒第２号体

制、災害警戒本部）

警戒第１号体制、警戒第２号体制、災害警戒本部を

設置および廃止したときは、生活安全課長は次の機

関に速やかに通知する。

①滋賀県災害対策東近江地方本部（設置前は東近江

土木事務所）

②近江八幡警察署（竜王警察官駐在所）

③東近江行政組合消防本部（近江八幡消防署、竜王

出張所）

（１）警戒体制（警戒第１号体制、警戒第２号体

制、災害警戒本部）

警戒第１号体制、警戒第２号体制、災害警戒本部を

設置および廃止したときは、生活安全課長は次の機

関に速やかに通知する。

①滋賀県災害対策東近江地方本部（設置前は東近江

土木事務所）

②近江八幡警察署（削除）

③東近江行政組合消防本部（近江八幡消防署、竜王

出張所）

竜王警察官駐在所の一般加入電話が廃止

され、連絡先については、近江八幡警察

署に統一されたため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-25

（２）災害対策本部

災害対策本部を設置および廃止したときは、生活安

全課長は次の機関に速やかに通知する。

①滋賀県災害対策東近江地方本部（設置前は東近江

土木事務所）

②防災会議委員

③指定地方行政機関、指定公共機関および指定地方

公共機関の長または代表者

④陸上自衛隊

⑤近江八幡警察署（竜王警察官駐在所）

⑥東近江行政組合消防本部（近江八幡消防署、竜王

出張所）

⑦公共的団体および防災上重要な機関

⑧災害時相互応援協定を締結している自治体等

（２）災害対策本部

災害対策本部を設置および廃止したときは、生活安

全課長は次の機関に速やかに通知する。

①滋賀県災害対策東近江地方本部（設置前は東近江

土木事務所）

②防災会議委員

③指定地方行政機関、指定公共機関および指定地方

公共機関の長または代表者

④陸上自衛隊

⑤近江八幡警察署（削除）

⑥東近江行政組合消防本部（近江八幡消防署、竜王

出張所）

⑦公共的団体および防災上重要な機関

⑧災害時相互応援協定を締結している自治体等

竜王警察官駐在所の一般加入電話が廃止

され、連絡先については、近江八幡警察

署に統一されたため

第４　警戒体制

１　警戒第１号体制



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-25

（省略）

（１）警戒班

班長：生活安全課長

担当

総務主監、住民福祉主監、産業建設主監

教育次長

生活安全課　課長、参事、課長補佐、係長、消防防

犯担当、消防・防災推進員

建設計画課　課長、参事、課長補佐、係長

活動内容

○町域または隣接する市に震度４の地震が発生した

とき、または南海トラフ地震臨時情報が発表された

とき、警戒班は情報連絡体制が円滑に出来る体制を

とる。

（省略）

（１）警戒班

班長：生活安全課長

担当

総務主監、産業建設主監

生活安全課　課長、参事、課長補佐、消防防犯係

長、消防防犯担当、消防・防災推進員

建設計画課　課長、参事、課長補佐、係長

活動内容

○町域または隣接する市に震度４の地震が発生した

とき、または南海トラフ地震臨時情報（調査中）が

発表されたとき、警戒班は情報連絡体制が円滑に出

来る体制をとる。

実態に即した活動体制とするための見直

しによる

２　警戒第２号体制



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-26

（１）特別警戒班

班　長：総務班長

副班長：広報班長、情報班長、応急対策班長、救護

班長

（１）特別警戒班

班　長：総務班長

副班長：広報班長、情報班長、応急対策班長、救護

班長

南海トラフ地震臨時情報の追加による

および文言修正



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

第５　災害警戒本部および災害対策本部

１　災害警戒本部

応-26

震度５弱以上の地震が発生し、局地的に災害が発生

または災害発生が確実に予想されるときに設置し、

情報収集およびその通報にあたる。事態の推移とと

もに対処し、ただちに災害対策本部が設置できる警

戒体制をとる。災害警戒本部の組織は、災害対策本

部に準じる。

震度５弱以上の地震が発生、または南海トラフ地震

臨時情報（巨大地震注意）（巨大地震警戒）が発表

されたとき、局地的に災害が発生または災害発生が

確実に予想されるときに設置し、情報収集およびそ

の通報にあたる。事態の推移とともに対処し、ただ

ちに災害対策本部が設置できる警戒体制をとる。災

害警戒本部の組織は、災害対策本部に準じる。

南海トラフ地震臨時情報の追加による

２　災害対策本部

応-26

災害が発生し町長が認めたときに設置する。災害対

策本部の設置によって災害対策本部関係者を動員す

るものである。

町内において震度６弱以上が発生または長周期地震

動階級４が観測されたとき。災害が発生し町長が認

めたときに設置する。災害対策本部の設置によって

災害対策本部関係者を動員するものである。

震度６弱の発生、長周期地震階級４が観

測された際の設置基準について明確化

第５節　初動期における活動

第２　相互協力体制

２　防災機関との相互協力



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

（１）～（２）省略

（３）災害時における竜王町と竜王町内郵便局との

相互協力に関する覚書

町は、「災害時における竜王町と竜王町内郵便局と

の相互協力に関する覚書」を締結しており、覚書に

沿って相互に協力する。連絡責任者は、町は生活安

全課長、郵便局は竜王町郵便局長で、協力要請事項

は次のとおりである。

①竜王町と竜王町内の郵便局が収集した被災住民の

避難先および被災状況の情報の相互協力

②災害救助法適用時における郵便・為替郵便・簡易

保険の郵政事業にかかわる災害特別事務取扱

③要配慮者についての情報および対応に関する相互

協力

④所管施設および用地の相互提供

⑤災害情報に係る広報の提出等

⑥その他協力できる事項

（１）～（２）省略

（３）竜王町と日本郵便株式会社との包括連携に関

する協定

町は、「竜王町と日本郵便株式会社との包括連携に

関する協定」を締結しており、協定に沿って相互に

協力する。連絡部署は、町は生活安全課、郵便局は

日本郵便株式会社　近江八幡郵便局総務部で、協力

要請事項は次のとおりである。

①急車両等としての車両提供

②避難所開設状況および被災者の同意の上で作成し

た避難先リスト等の情報の相互提供

③郵便局ネットワークを活用した広報活動

④災害救助法適用時における郵便業務にかかわる災

害特別事務取扱および救護対策

⑤郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷

状況の情報提供

⑥避難所における臨時の郵便差出箱の設置

⑦株式会社ゆうちょ銀行の非常払および株式会社か

んぽ生命保険の非常取扱

⑧ その他協力できる事項

新たな協定書に基づく



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-34

（４）他市町との相互協力

町は、「東近江の防災に関する応援協定」、「野洲

市・湖南市・竜王町の防災に関する応援協定」、

「福島県新地町との災害時相互応援に関する協定」

「滋賀県町村会災害相互応援協定」を締結してお

り、次の事項について協定締結市町に対し応援要請

を行うことができる。

（以下省略）

（４）他市町との相互協力

町は、「東近江の防災に関する応援協定」、「野洲

市・湖南市・竜王町の防災に関する応援協定」、

「福島県新地町との災害時相互応援に関する協

定」、「滋賀県町村会災害相互応援協定」、「山梨

県甲斐市との災害時相互応援に関する協定」を締結

しており、次の事項について協定締結市町に対し応

援要請を行うことができる。

（以下省略）

新たに締結した災害時相互応援に関する

協定を追加

第４節　初動期における活動

第３　自衛隊災害派遣の要請および準備

２　災害派遣要請



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-39

（５）通信途絶等により知事へ要請ができない場合

町長は、通信途絶等により知事へ要請ができない場

合は、その旨および災害の状況を防衛大臣またはそ

の指定する者（本町を災害派遣隊区とする部隊長）

に直接要請することができる。

（５）通信途絶等により知事へ要請ができない場合

町長は、通信途絶等により知事へ要請ができない場

合は、その旨および災害の状況を防衛大臣またはそ

の指定する者（本町を災害派遣隊区とする部隊長）

に直接要請することができる。

組織改編による名称変更

６　災害派遣担任区分



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-40

（１）災害基礎資料の調査および収集担当（滋賀隊

区駐屯部隊）

（２）初動担当（即時および応急救援部隊）

（３）増援部隊

第１次緊急増援部隊は、第３戦車大隊長の要請によ

る第３師団、中部方面隊の所要の部隊、第２次増援

部隊は、第３師団長の要請による中部方面部隊の所

要の部隊、第３次増援部隊は、他方面隊の所要の部

隊（状況により、海上、航空自衛隊の増援を受ける

場合もある。）

（１）災害基礎資料の調査および収集担当（滋賀隊

区駐屯部隊）

（２）初動担当（即時および応急救援部隊）

（３）増援部隊

第１次緊急増援部隊は、第３偵察戦闘大隊長の要請

による第３師団、中部方面隊の所要の部隊、第２次

増援部隊は、第３師団長の要請による中部方面部隊

の所要の部隊、第３次増援部隊は、他方面隊の所要

の部隊（状況により、海上、航空自衛隊の増援を受

ける場合もある。）

組織改編による名称変更

第２章 情報収集伝達・警戒活動体制

第１　情報連絡計画

３　町防災行政無線



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-43

基地局は１局で竜王町役場とし、陸上移動局は13局

である。災害時における各班との連絡や町内の情報

を収集するために利用する。

町防災行政無線は親局を町防災センター２階無線室

に設置し、町内に分散配置した屋外拡声装置、戸別

受信機を介して、屋内外にいる住民に情報を伝達す

るものである。通常の放送に加え、Jアラートやメー

ル配信（緊急速報メール・安心ホットメール＜登録

制＞）、携帯アプリ（竜王町公式アプリ「しるみる

竜王」）等との連動・連携により、災害時における

情報伝達を迅速且つ正確に行うこととする。

防災行政無線等の整備による

応-44 ５　竜王町有線放送施設 （削除）

応-44

災害時の緊急連絡用として活用する。

有線電話機施設

（削除）

竜王町有線放送農業組合の解散による

第２　気象予警報伝達

１　警報、注意報等の種別

４　予警報用地域区分



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-49

本町は、一次細分で滋賀県南部に入り、市町等をま

とめた地域では、東近江に入る。

（追加）

＜警　報＞

（表省略）

本町は、一次細分で滋賀県南部に入り、市町等をま

とめた地域では、東近江に入る。

＜警　報＞

（表省略）

特別警報の発表基準による

第３　地震情報等の収集・伝達

２　緊急地震速報



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-51

（１）一般向け緊急地震速報

気象庁は平成19年10月１日より一般向けの緊急地震

速報の発信を開始している。

①発信条件

地震波が２点以上の地震観測点で観測され、最大震

度が５弱以上を推定された場合に緊急地震速報を発

信する。

②発信の内容

・地震の発生時刻、発生場所（震源）の推定値、地

震発生場所の震央地名

・震度４以上と推定される地域名

（１）一般向け緊急地震速報

気象庁は平成19年10月１日より一般向けの緊急地震

速報の発信を開始している。

①発信条件

地震波が２点以上の地震観測点で観測され、最大震

度が５弱以上または長周期地震動階級３以上を推定

された場合に緊急地震速報を発信する。

②発信の内容

・地震の発生時刻、発生場所（震源）の推定値、地

震発生場所の震央地名

・震度４以上または長周期地震動階級３以上と推定

される地域名

長周期地震動階級について追記

第６　災害広報活動

１　町における災害広報活動



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-58

（省略）

（４）広報手段

①新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対する発表

②ホームページ、ＳＮＳ等への掲載

③広報番組（テレビ・ラジオ）による広報

④広報紙、チラシ、ポスター等の作成

⑤広報車による巡回広報

⑥有線電話機等による広報

⑦航空機による広報

⑧メール・ＳＮＳ配信システム等による広報（しら

せる滋賀情報サービス「しらしが」等）

⑨Ｌアラートによる広報

（追加）

（省略）

（４）広報手段

①新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対する発表

②ホームページ、ＳＮＳ等への掲載

③広報番組（テレビ・ラジオ）による広報

④広報紙、チラシ、ポスター等の作成

⑤広報車による巡回広報

⑥町防災行政無線による広報

⑦航空機による広報

⑧メール・ＳＮＳ配信システム等による広報（しら

せる滋賀情報サービス「しらしが」等）

⑨Ｌアラートによる広報

⑩竜王町公式アプリ「しるみる竜王」による広報

防災行政無線等の整備による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

第３章 消防・救急救助・医療救護対策

第１節　消防活動

第１　東近江行政組合消防本部の活動

１　災害時の消防活動

応-62

（省略）

（８）林野火災等が発生し、応援要請の必要がある

と認められる場合は、県本部に対し、県防災ヘリコ

プターの出動を要請する。

（省略）

（８）林野火災等が発生し、応援要請の必要がある

と認められる場合は、滋賀県防災航空隊に対し、県

防災ヘリコプターの出動を要請する。

要請先組織の修正（明確化）

第２節　医療・救護対策

第２　医療救護の対象、範囲等

応-65

竜王町内医療機関

令和２年３月現在

竜王町内医療機関

令和５年６月現在

医療機関の名称変更・建て替えによる



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-69

１　実施責任者と基準

実施責任者、措置、実施の基準は次のとおりで

ある。

避難指示等発令の詳細な基準は、「避難指示等

の判断伝達マニュアル」で定めるものとする。

１　実施責任者と基準

実施責任者、措置、実施の基準は次のとおりで

ある。

避難指示等発令の詳細な基準は、「避難指示等

の判断伝達マニュアル」で定めるものとする。

項目の変更による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

項目の増による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-71

（２）伝達方法

①防災行政無線、公式アプリによる広報

②広報車等による広報

広報班は、広報車等により避難対象地域に高齢者等

避難、避難指示を広報する。対象地域が広く広報班

だけでは迅速に対応できない場合は、他班の協力を

要請する。

（２）伝達方法

①防災行政無線、竜王町公式アプリ「しるみる竜

王」による広報

②広報車等による広報

広報班は、広報車等により避難対象地域に高齢者等

避難、避難指示を広報する。対象地域が広く広報班

だけでは迅速に対応できない場合は、他班の協力を

要請する。

正式な名称に変更

応-74

５　学校等の避難対策

（１）避難誘導

校園長はあらかじめ定めた避難計画に基づき、状況

に応じ教職員に適切な緊急避難の指示）を行う。

教職員は校園長の指示を的確に把握して、校舎配置

別または学年別等を考慮し、あらかじめ定められた

避難順序に従って迅速、確実に校外の安全な避難所

に児童、生徒を誘導する。

５　学校等の避難対策

（１）避難誘導

校園長はあらかじめ定めた避難計画に基づき、状況

に応じ教職員に適切な緊急避難の指示を行う。

教職員は校園長の指示を的確に把握して、校舎配置

別または学年別等を考慮し、あらかじめ定められた

避難順序に従って迅速、確実に校外の安全な避難所

に児童、生徒を誘導する。

誤字のため



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-75

８　土砂災害警戒区域等における避難対策

町内には、土砂災害警戒区域および土砂災害警戒特

別区域が指定されており、以下の避難対策を行う。

（１）警戒避難体制の整備

情報班、広報班および応急対策班が、土砂災害警戒

区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集および伝

達、予報または警報の発表および伝達、避難、救

助、その他土砂災害を防止するために必要な避難体

制に関する事項を行う。

情報は、町防災行政無線、電話、ＦＡＸ等により当

該地区の住民、自治会（区）、消防団、自主防災組

織等へ行い、確実に当該地区の住民に伝達されるよ

う実施する。

８　土砂災害警戒区域等における避難対策

町内には、土砂災害警戒区域および土砂災害警戒特

別区域が指定されており、以下の避難対策を行う。

（１）警戒避難体制の整備

情報班、広報班および応急対策班が、土砂災害警戒

区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集および伝

達、予報または警報の発表および伝達、避難、救

助、その他土砂災害を防止するために必要な避難体

制に関する事項を行う。

情報は、町防災行政無線、竜王町公式アプリ「しる

みる竜王」、電話等により当該地区の住民、自治会

（区）、消防団、自主防災組織等へ行い、確実に当

該地区の住民に伝達されるよう実施する。

防災行政無線等の整備による

第４章 避難収容対策

第２節　避難所の開設・運営

第４　避難所の運営



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-84

（１）～（11）省略

（追加）

（１）～（11）省略

（１２）飼育動物の対応

a.　災害時におけるペットの取扱いは、「人とペット

の災害対策ガイドライン」（環境省作成）に基づ

き、飼い主によるペットの飼養管理を基本する。町

は、県および関係団体と連携し、必要な支援を行う

よう努める。

b.　町は、適切な避難行動を推進する観点から、指定

避難所にペットの同行避難のために必要なペット用

スペース等の確保に努める。

 c.　身体障害者補助犬については、身体障害者との

同伴を原則とし、必要な避難スペース等を確保す

る。

（１３）指定避難所の感染症対策

感染症の流行時においては、避難者等に対する手洗

い、咳エチケット等の基本的な感染症対策の徹底、

避難所内の十分な換気、避難者同士の十分なスペー

スの確保に努める。また、感染症の症状がある者の

専用スペースやトイレを確保し、他の避難者との動

線を区分するなど、感染症の予防・蔓延防止のため

の対策を行う者とする。

飼育動物の対応および新型コロナウイル

ス等の感染症対策について追加

第５章 交通対策、緊急輸送対策



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

第１節　災害時の警備・交通規制

第１　警備

１　県警察本部の活動

応-88

県警察本部は、管内に災害が発生した場合には、災

害警備本部を設置して、次の警備活動を行う。

（１）情報の収集・報告

（２）救助救出活動等

（３）避難誘導等

（４）身元確認等

（５）行方不明者等に係る情報等の措置

（６）危険箇所等における避難誘導等の措置

（７）交通規制の実施

（８）報道対策

（９）警察情報システムに関する措置

（10）社会秩序の維持

（11）ボランティア等との連携

県警察本部は、県、町等関係機関との緊密な連携の

下に災害警備対策を推進し、災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合には、早期に災害警備体制

を確立して情報の収集に努め、住民等の生命および

身体の保護を第一とした以下の災害警備活動に努め

る。

災害警備本部の編成等については、滋賀県警察災害

警備計画に定めるところによる。

（１）情報の収集および報告

（２）救助救出活動等

（３）避難誘導等

（４）身元確認等

（５）行方不明者等に係る情報の共有

（６）危険箇所等における避難誘導等の措置

（７）交通規制の実施

（８）報道対策

（９）警察情報システムに関する措置

（10）社会秩序の維持

（11）ボランティア等との連携

滋賀県地域防災計画との整合性を図るた

め



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

第６章 二次災害防止、ライフライン等応急対策

第２節　公共施設等応急対策

第４　公共施設

２　庁舎等における通信機器の点検および応急復旧

応-98

災害の発生のおそれがある場合または災害発生後、

直ちに町防災行政無線基地局、県防災行政無線、電

話・ファクシミリ等の通信機能を点検し、支障を発

見した場合は、直ちに施設・設備の応急復旧を行

う。

（１）災害の発生が予想される場合

①要員の確保

②予備電源用燃料の確保

③機器動作状態の監視の強化

④移動局の配置

⑤局舎、機器等の保護強化

（２）通信施設が被災した場合

①移動局による臨時無線通信回線の設定

②職員による仮復旧の実施

③容易に復旧できない場合は、業者による復旧およ

び非常通信の利用等を検討する。

災害の発生のおそれがある場合または災害発生後、

直ちに町防災行政無線親局、町内に分散配置した屋

外拡声装置、県防災行政無線、電話・ファクシミリ

等の通信機能を点検し、支障を発見した場合は、直

ちに施設・設備の応急復旧を行う。

（１）災害の発生が予想される場合

①要員の確保

②予備電源用燃料の確保

③機器動作状態の監視の強化

④IP無線の配置

⑤局舎、機器等の保護強化

（２）通信施設が被災した場合

①IP無線による臨時無線通信回線の設定

②職員による仮復旧の実施

③容易に復旧できない場合は、業者による復旧およ

び非常通信の利用等を検討する。

防災行政無線の整備による

第３節　ライフライン応急対策



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

第１　電力施設

１　情報の収集

応-100

関西電力株式会社は、予・警報の把握に努めるとと

もに、災害発生後は速やかに電力施設の被害情報を

収集し、二次災害防止等の対策を行う。

関西電力株式会社および関西電力送配電株式会社

は、予・警報の把握に努めるとともに、災害発生後

は速やかに電力施設の被害情報を収集し、二次災害

防止等の対策を行う。

分社化にともなう会社名変更のため

２　応急供給および復旧

応-100

関西電力株式会社は、応急対策要員や応急対策用資

材等の確保に努め、応急復旧工事等によって、応急

供給を行う。

関西電力株式会社および関西電力送配電株式会社

は、応急対策要員や応急対策用資材等の確保に努

め、応急復旧工事等によって、応急供給を行う。 分社化にともなう会社名変更のため

３　広報宣伝等

応-100

関西電力株式会社は、停電状況等の被災状況を広報

宣伝車、報道機関などを活用して住民に広報する。

また、火災発生等の二次災害を防止するため、電気

施設・電気機器使用上の注意、復旧の見通し等も併

せて広報する。

関西電力株式会社および関西電力送配電株式会社

は、停電状況等の被災状況を広報宣伝車、報道機関

などを活用して住民に広報する。また、火災発生等

の二次災害を防止するため、電気施設・電気機器使

用上の注意、復旧の見通し等も併せて広報する。行

う。

分社化にともなう会社名変更のため

第２　ガス施設

１　情報の収集



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-100

大阪ガス株式会社、ＬＰガス事業者、簡易ガス事業

者は、予・警報の把握に努めるとともに、災害発生

後は速やかにガス施設の被害情報を収集し、二次災

害防止等の対策を行う。

大阪ガスネットワーク株式会社、ＬＰガス事業者、

簡易ガス事業者は、予・警報の把握に努めるととも

に、災害発生後は速やかにガス施設の被害情報を収

集し、二次災害防止等の対策を行う。

分社化にともなう会社名変更のため

２　応急供給および復旧

応-100

大阪ガス株式会社、ＬＰガス事業者、簡易ガス事業

者は、災害状況、現場状況に基づき、ガス製造・供

給施設の点検・防護、ガス導管の折損等危険が予想

される箇所の供給遮断等を実施する。

災害による事故発生の場合は、直ちに防災活動を行

うとともに、不測の事態を考慮して付近住民に避難

の要請を行うなど危険防止のための応急対策を行

う。また、ガス供給を確保するため災害現場の状況

により、供給上可能な範囲で供給系統を変えてガス

遮断区域を最小限にくいとめるなど応急復旧作業に

当たる。

大阪ガスネットワーク株式会社、ＬＰガス事業者、

簡易ガス事業者は、災害状況、現場状況に基づき、

ガス製造・供給施設の点検・防護、ガス導管の折損

等危険が予想される箇所の供給遮断等を実施する。

災害による事故発生の場合は、直ちに防災活動を行

うとともに、不測の事態を考慮して付近住民に避難

の要請を行うなど危険防止のための応急対策を行

う。また、ガス供給を確保するため災害現場の状況

により、供給上可能な範囲で供給系統を変えてガス

遮断区域を最小限にくいとめるなど応急復旧作業に

当たる。

分社化にともなう会社名変更のため

３　広報宣伝等



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

応-100

大阪ガス株式会社、ＬＰガス事業者、簡易ガス事業

者は、被災状況、ガス供給停止状況等を広報宣伝

車、報道機関などを活用して住民に伝えるととも

に、火災発生等の二次災害を防止するため、ガス漏

れ時の注意事項についての情報を併せて広報する。

大阪ガスネットワーク株式会社、ＬＰガス事業者、

簡易ガス事業者は、被災状況、ガス供給停止状況等

を広報宣伝車、報道機関などを活用して住民に伝え

るとともに、火災発生等の二次災害を防止するた

め、ガス漏れ時の注意事項についての情報を併せて

広報する。

分社化にともなう会社名変更のため

第７章　災害別対策計画

第８章 　被災者の生活支援対策

第１節　災害救助法の適用

第１　災害救助法の適用基準

応-113

竜王町における災害救助法による救助の適用基準

は、町の被害が次の基準に該当する場合で、かつ、

被災者が現に救助を要する状態である時に実施され

る。

なお、町の人口は12,434人（平成27年国勢調査）を

基準に算定する。

竜王町における災害救助法による救助の適用基準

は、町の被害が次の基準に該当する場合で、かつ、

被災者が現に救助を要する状態である時に実施され

る。

なお、町の人口は11,789人（令和２年国勢調査）を

基準に算定する。

時点修正

第２節　飲料水・食糧・生活必需品等の供給

第２　飲料水の供給

３　応急給水



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第3篇　災害応急対策計画）　新旧対照表

（省略）

（７）給水計画の作成と広報

上記（１）～（６）に基づき、断水区域に対する給

水場所、給水時間等を定めた給水計画を作成し、断

水区域の住民に対し広報する。

広報は、直接給水対象区域住民に広報車、有線電話

機等により行う。

（省略）

（７）給水計画の作成と広報

上記（１）～（６）に基づき、断水区域に対する給

水場所、給水時間等を定めた給水計画を作成し、断

水区域の住民に対し広報する。

広報は、直接給水対象区域住民に広報車、町防災行

政無線、竜王町公式アプリ「しるみる竜王」等によ

り行う。

防災行政無線の整備による

第９章 衛生環境等の対策

第10 章 南海トラフ地震の時間差発生による災害の拡

大防止対策

応146

＜災害応急対策担当一覧＞

（省略）

第３節　ライフライン等応急対策

第１　電力施設　情報班、広報班、関西電力㈱

第２　ガス施設　情報班、広報班、大阪ガス㈱、Ｌ

Ｐガス事業者、簡易ガス事業者

＜災害応急対策担当一覧＞

（省略）

第３節　ライフライン等応急対策

第１　電力施設　情報班、広報班、関西電力㈱、関

西電力送配電㈱

第２　ガス施設　情報班、広報班、大阪ガスネット

ワーク㈱、ＬＰガス事業者、簡易ガス事業者

分社化にともなう会社名変更のため



頁 修正前 修正後 修正理由

第１章 計画的な復興・復旧

第２節　災害復興事業の推進

第４　激甚災害に係る財政援助措置

１　公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財

政援助

復-4

（１）～（７）省略

（８）身体障がい者更生援護施設災害復旧事業

（９）知的障がい者施設災害復旧事業

（10）女性保護施設災害復旧事業

（１）～（７）省略

（８）身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業

（９）障害者支援施設等災害復旧事業

（10）婦人保護施設災害復旧事業

事業名の修正

２　農林水産業に関する特別の助成

復-4

（１）農林水産業の災害復旧事業等に係る補助の特

別措置

（２）～（５）省略

（６）土地改良区等の行う洪水排除事業に対する補

助

（１）農地、農業用施設、林道の災害復旧事業等に

係る補助の特別措置

（２）～（５）省略

（６）土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補

助

事業名の修正、漢字誤りによる修正

３　中小企業に関する特別の助成

復-4

（１）中小企業信用保険法による災害関係保証の特

例措置

（２）省略

（１）中小企業信用保険法による災害関係保証の特

例

（２）省略

事業名の修正

４　その他の財政援助および助成

竜王町地域防災計画（第４篇　災害復旧計画）　新旧対照表



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第４篇　災害復旧計画）　新旧対照表

復-4

（１）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

の対象となるものは、法第３条第１項の特定地方公

共団体が設置する公民館、図書館、体育館、運動

場、水泳プールその他、財務大臣と協議して定める

施設で法第16条および法施行令第34条の規定により

その災害の復旧に要する経費の額が１つの公立社会

施設ごとに60万円以上が対象となる。

（２）町が施行する伝染病予防事業に関する負担の

特例

（３）母子および寡婦福祉資金に関する負担の特例

（４）水防資材費の補助の特例

（５）罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例

（６）産業労働者住宅建設資金融通の特例

（７）公共土木施設、公立学校施設、農地、農林道

の小災害復旧事業に対する特別の財政援助

（８）雇用保険法による求職者給付の支給に関する

特例

（９）指定文化財の修復に対する補助

（１）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

（２）私立学校施設災害復旧事業に対する補助

（３）町が施行する伝染病予防事業に関する負担の

特例

（４）母子および寡婦福祉資金に関する貸付の特例

（５）水防資材費の補助の特例

（６）罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例

（削除）

（７）公共土木施設、公立学校施設、農地、農林道

の小災害復旧事業に対する特別の財政援助

（８）雇用保険法による求職者給付の支給に関する

特例

（削除）

事業名の修正および削除

第２章 被災者・被災中小企業等への支援

第１節　生活の安定

第４　被災者の生活支援

１　災害弔慰金ならびに支援資金等貸付



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第４篇　災害復旧計画）　新旧対照表

復-6

（省略）

③貸付条件

・据置期間１年以内、償還期限７年以内

・年利３％

（省略）

③貸付条件

・据置期間６か月以内、償還期限７年以内

・保証人あり無利子、保証人なし年1.5％

生活福祉資金災害援護資金の内容変更に

よる

２　被災者生活再建支援金の支給

復-8

（省略）

（２）制度の対象となる被災世帯

上記の自然災害により

①住宅が「全壊」した世帯

②住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その

住宅をやむを得ず解体した世帯

③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能

な状態が長期間継続している世帯

④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住

することが困難な世帯（大規模半壊世帯）

（追加）

（省略）

（２）制度の対象となる被災世帯

上記の自然災害により

①住宅が「全壊」した世帯

②住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その

住宅をやむを得ず解体した世帯

③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能

な状態が長期間継続している世帯

④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住

することが困難な世帯

⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居

住することが困難な世帯

被災者生活再建支援金の改正による



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第４篇　災害復旧計画）　新旧対照表

復-8

（３）支援金の支給額

支給額は、以下の２つの支援金の合計額（世帯人数

が１人の場合は、各該当欄の３/４の金額）

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支

援金）

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支

援金）

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建

設・購入（または補修）する場合は、合計で200（ま

たは100）万円

（３）支援金の支給額

支給額は、以下の２つの支援金の合計額（世帯人数

が１人の場合は、各該当欄の３/４の金額）

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支

援金）

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支

援金）

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建

設・購入（または補修）する場合は、合計で200（ま

たは100）万円

被災者生活再建支援金の改正による

３　滋賀県被災者生活再建支援制度による支援計画



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第４篇　災害復旧計画）　新旧対照表

復-9

（１）～（２）省略

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金

（１）～（２）省略

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金 滋賀県被災者生活再建支援制度の改正に

よる

第５　住宅の復興

２　民間住宅の再建支援

復-10

（省略）

（２）町は、特定優良賃貸住宅供給促進事業の拡

大、充実を図り、民間賃貸住宅の復興を促進する。

（省略）

（２）町は、地域優良賃貸住宅供給制度の活用等に

より、民間賃貸住宅の復興を促進する。

事業名の修正



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第４篇　災害復旧計画）　新旧対照表

第２節　被災中小企業等への支援

第２　農林業の再建支援

復-12

（省略）

２　再建資金の融資

町および県は、被災した農林漁業者等の再建支援を

図るため、次に掲げる各種制度融資の斡旋等を推進

し、各種復旧資金の融資が迅速かつ円滑に行われる

よう適切な措置を講ずる。

（１）天災融資法による融資

（２）㈱日本政策金融公庫による災害資金

（３）滋賀県特定農業団体等向け農業近代化資金

（４）滋賀県水産振興資金による融資

（省略）

２　再建資金の融資

町および県は、被災した農林漁業者等の再建支援を

図るため、次に掲げる各種制度融資の斡旋等を推進

し、各種復旧資金の融資が迅速かつ円滑に行われる

よう適切な措置を講ずる。

（１）天災融資法による融資

（２）㈱日本政策金融公庫による災害資金

（削除）

（３）滋賀県水産振興資金による融資



頁 修正前 修正後 修正理由

共通

第１章 総則

第４節　計画の基礎とするべき災害の想定

第１　竜王町の地域特性

２　気象

原-7

（省略）

（気象庁の観測データを使用、統計期間は敦賀1988

年2月～2013年12月、今津および長浜1978年11月～

2013年12月）

（省略）

（気象庁の観測データを使用、統計期間は敦賀1988

年2月～2019年12月、今津および長浜1978年11月～

2019年12月）

時点修正

第８節　防災関係機関の事務または業務の大綱

第５　指定地方行政機関

原-18

12.近畿地方環境事務所	

(1) 環境監視体制の支援に関すること

(2) 災害廃棄物の処理対策に関すること

（追加）

12.近畿地方環境事務所	

(1) 環境監視体制の支援に関すること

(2) 災害廃棄物の処理対策に関すること

(3) 家庭動物の保護等に係る普及啓発に関する支援

(4) 危険動物逸走および家庭動物保護等に関する情報

提供、連絡調整等の支援を追加

滋賀県地域防災計画による

第７　指定公共機関

原-18
東海旅客鉄道(株)(東海鉄道事業本部・関西支社)

西日本旅客鉄道(株)(京都支社)

東海旅客鉄道(株)(東海鉄道事業本部・関西支社)

西日本旅客鉄道(株)(京滋支社)
組織改正による

第２章 災害事前対策

竜王町地域防災計画（第５篇　原子力災害対策編）　新旧対照表



頁 修正前 修正後 修正理由

竜王町地域防災計画（第５篇　原子力災害対策編）　新旧対照表

第７節　住民等への的確な情報伝達体制の整備

第３　メディアの活用

町は、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の

協力の下、コミュニティ放送局、ソーシャルメディ

アを含むインターネット上の情報、広報用電光掲示

板、有線電話機等、ＣＡＴＶ、携帯端末の緊急速報

メール機能、ワンセグ放送の活用等の多様なメディ

アの活用体制の整備に努める。

町は、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の

協力の下、コミュニティ放送局、ソーシャルメディ

アを含むインターネット上の情報、広報用電光掲示

板、町防災行政無線等、ＣＡＴＶ、携帯端末の緊急

速報メール機能、ワンセグ放送の活用等の多様なメ

ディアの活用体制の整備に努める。

竜王町有線放送農業協同組合が解散し、

有線電話がなくなったため。また、令和

３年４月から竜王町防災行政無線が整備

されたことから修正。

第３章 緊急事態応急対策

第３節　活動体制の確立

第８　自衛隊原子力災害派遣要請計画

４　派遣要請の手続き

原-47

（省略）

(注)陸上自衛隊に災害派遣を要請する場合は、陸上自

衛隊今津駐屯地第３戦車大隊第３係(高島市今津町今

津平郷国有地　Tel　0740-22-2581【内線235】)を

窓口として要請する。また、海上自衛隊舞鶴地方総

監および航空自衛隊中部航空方面隊司令官に派遣要

請をした場合においても、陸上自衛隊今津駐屯地第

３戦車大隊に通報するものとする。

（省略）

(注)陸上自衛隊に災害派遣を要請する場合は、陸上自

衛隊今津駐屯地第３偵察戦闘大隊第３係(高島市今津

町今津平郷国有地　Tel　0740-22-2581【内線

235】)を窓口として要請する。また、海上自衛隊舞

鶴地方総監および航空自衛隊中部航空方面隊司令官

に派遣要請をした場合においても、陸上自衛隊今津

駐屯地第３偵察戦闘大隊に通報するものとする。

組織改編による名称変更

第４章 原子力災害中長期対策


